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1

「子ども ,子育て新システム検討会議」について

1 趣旨

「明日の安′いと成長のための緊急経済対策」(平成 21年 12月 8日 閣議決定)

に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的 ロー元的な
システムの構築について検討を行うため、「子ども口子育て新システム検討会議」
(以下、「会議」という。)を開催する。               .

2 構成員

会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認め
るときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。

(共同議長)内閣府特命担当大臣 (行政刷新)・ 国家戦略担当大臣

内閣府特命担当大臣 (少子化対策 )

(構成員) 総務大臣           _
財務大臣

:   文部科学大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

その他、必要に応じて議長が指名する者

3 作業グループ

会議の下に「作業グループ」を設置する。作業グル■プの構成員は、会議
の構成員たる府省の副大臣又は政務官及び必要に応じて議長が指名する者と
する。

4 スケジュール

平成 22年 6月 を目途に基本的な方向を固め、少子化社会対策会議、行政刷
新会議及び成長戦略策定会議に報告する。

5 庶務

,会議の庶務は、厚生労働省、文部科学省その他の関係行政機関の協力を得
て、内閣府において処理する。
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子ども L子育て新システム検討会議体制図

「子 ども 口子育て新システム検討会議事務局」

(事務局長)泉 健太  内閣府大臣政務官 (少子化対策)

その他、事務局長代理、事務局次長、事務局員

「子ども・子育て新システム検討会議」

(共同議長)仙谷 由人  国家戦略担当大臣

福島 みずほ 内閣府特命担当大臣 (少子化対策)

枝野 幸男  内閣府特命担当大臣 (行政昂1新 )

(構成員) 原ロ ー博  総務大臣

菅 直人   財務大臣

川端 達夫  文部科学大臣

長妻 昭   厚生労働大臣

直嶋 正行  経済産業大臣

松井 孝治  内閣官房副長官 (参・政務)

「作業グループ」

(主 査)泉 健太  内閣府大臣政務官 (少子化対策)

(構成員)Jヽ J:1 淳也 総務大臣政務官            :
大串 博志 財務木臣政務官        ,
高井 美穂 文部科学大臣政務官

山井 和貝1 厚生労働大臣政務官

近藤 洋介 経済産業大臣政務官     .
(津村 啓介 内閣府大臣政務官 (国家戦略担当))
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` 1第 1回 子ども口子育て新システム検討会議 議事次第 1/1ページ

1鼈 普:ザ
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襲 1義 奉サイ■マップ

少孟但社会対祉 ゾ∠〉〉もっと詳しく知りたい〉〉「子ども。子育て新システム検討会議』⊇ 壼二〉〉第1回 子ども・子育て新
システム検討会議

第1回 子ども日子育て新システム検討会議

平成22年 4月 27日 (木 )19:15～ 1945

内閣府本府3階特別会議室

議事次第

1.開会 ■

2.子ども・子育て新システムの基本的方向(案)について

3.意見交換

4.閉会

配布資料

資料1_延Li孟育【新ン盪 AO基本的方向_(案 )_[PDF269KB]

資料2作業グループ(ヒアリング)の開催状況・ヒアリングの概要 [PDR322KB]

参考資料   ―`

参考資料1次世代育成支援の構築に向けた検討経緯 [1-4 PD「 248KB][2-4 PDR326KB]ヒ 量

Ptti螢2KBl[44Ш迎 4KBI

参考資料2子ども・子育て新システム検討会議について [PDR66KB]

▲ このページの上ヘ

少子化社会対策トップ〉〉もっと譴しく知りたし、〉〉「子ども・子育て新システム検討会議」について〉〉第1回 子ども。子育て新
システム検討会議
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平成22年 4月 27日

子ども=子育て新システム検討会議

子ども・子育て新システムの基本的方向

【目的】
子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現
◆ すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
◆ 出産・子育て,就労の希望がかなう社会

◆ 仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会
◆ 新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会

【方針】

以下の方針のもとに、制度を構築  ｀

◆ 子ども日子育てを社会全体で支援

◆ 利用者 (子どもと子育て家庭)本位を基本とし、すべての子ども日子育て家庭に

必要な良質のサニビスを提供

◆ 地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現
◆ 政府の推進体制の一元化

卜【新システムとは】 r
以下のような新システムを実現
◆ 政府の推進体制日財源の一元化

◆ 社会全体(国 口地方・事業主口個人)による費用負担

◆ 基礎自治体(市町村)の重視

◆ 幼稚園・保育所の一体化

◆ 多様な保育サービスの提供

◆ ワーク・ライフロバランスの実現

-4-



システムにより実現されるも

0幼 保T体化による幼児教育・保育の―体的提供
・ すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障するため、幼稚園教育要領と保育所

保育指針を統合し、小学校学習指導要領との整合性。一貫性を確保した新たな指針 (こ

ども指針 (仮称))‐ を創設
0幼 稚園・保育所の垣根を取 り払い (保育に欠ける要件の撤廃等)、 新たな指針に基づ

き、幼児教育と保育をともに提供するこども園 (仮称)に一体化
・ 新システムの下で幼児教育・保育を一体化した「幼保一体給付 (仮称)」 を創設

0仕 事と生活の両立支援と子どものための多様なサービスの提供
・ 妊娠～育児休業～保育～放課後対策の切れ日のないサ∵ビスを保障
→ 育児休業の給付と保育を一元的に制度から保障し、育児休業明けの円滑な保育サー

ビス利用を保障
/→ 多様な働き方、ニーズに応じt多様なサービスを独立した給付類型として創設 (※ )

→ 「小二の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後の放課後対策に円滑に移行で

きるよう、放課後対策の抜本的拡充、小四以降も放課後対策が必要な子どもに、サ‐

ビスを提供

※ 多様な給付メニュー :家庭的保育、小規模サービス、短時間利用者向けサービス、
早朝・夜間等保育サ∵ビスt事業所内保育サービスなど

0待 機児童の解消 (集中的整備や多様な提供主体の参入等 )

0保育所を始めとして、多様な給付メニユーを集中的に整備 (子 ども・子育てビジョン
の目標達成 )

・ 非正規労働者、自営業者、求職者 にも両立支援 としての給付を確実に保障し、利用者
が選択できる給付を保障       '
→ 親の就労状況に応 じた公的保育サービスの保障
→ 市町村の関与の下、利用者 と事業者の公的保育契約
→ 一定の利用者負担の下、利用者に対 し、必要な費用を保障         `
→ 必要な給付の保障責務や利用者の支援など、市町村の責務の明確化

・ イコ‐ルフッティングによる多様な事業者の参入促進
→ 給付類型ごとに客観的基準を設定し、当該基準を満たせば多様な事業主体の参入を

可能とする指定制度の導入                1
→ 施設整備費 (初期投資費用)の在り方、運営費の使途範囲、配当、会計基準につい

ての一定のルール化
・ 施設型保育だけでなく、地域におけるNPO等による家庭的保育、小規模サービス等の

取組支援の拡充
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【子ども子育てを社会全体で支援する冒元的な制度の構築】
・ 事業ごとに制度設計や財源構成が様々に分かれている子ども・子育て支援対策を、

新しい制度 (システム)の下に再編成。
お これにより、制度・財源・給付の一元化を実現しく社会全体で子ども。子育てを

支える体制を実現

0基 礎自治体による自由な給付設計
0 子ども子育て支援に関する権限と財源は原則市町村 (基礎自治体)ヘ
・ 新システムの下で、現金給付・現物給付の組合せ (配分)や給付メニュニの設定 (選

択)な ど、市町村が自由度を持つて地域の実情に応じた給付を設計できることを保障

O子 ども・子育て基金(仮称ン特別会計の創設による負担金 口補助金の包括的な

交付
0市町村が自由度を持って必要な給付を行うことができるよう、新システムに関するす
べての子ども子育て関連の国庫補助負担金、労使拠出等からなる財源を子ども・子育て

基金(仮称)/特別会計に一本化し、そこから市町村に対し包括的に交付
→ 地方の財源とあわせて、市町村が地域の実情に応じ、主体的に決定できる給付を実

施

0社 会全体 (国口地方・事業主・個人)による費用負担
0 社会全体で支えるという理念に基づき、国・地方・事業主 0.個人がそれぞれ費用を

負担

0新 システム実施体制の一元化
・ 子ども家庭省 (仮称)の創設

23年通常国会に法案を提出、25年度の施行を目指す

恒久財源を確保しながら25年度の本格施行に向けて段階的に実施

成長戦略策定会議等との連携

地域主権戦略会議や国と地方の協議の場等を通じ、地方の意見を反映

■

※

※

※
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1「1度 計のイメージ

市町村
一般会計

(地域の実情に応 じ、地域の裁量で配分 )

現物給付

幼保一体化  |:  1林議律写享クラブ

(幼保一体給付 (仮称

') 1属

備l曹晃素育
|      |           :など

<財源の一元

↓′

ｌ
司
―

現金給付

両
立
支
援
・

幼
児
教
育

給
付

２
階
）

基
礎
給
付

・
　

↑
階
）

地域子育て支援

乳児家庭全戸訪間
養育支援訪間 市町村独 自給付
地域子育て支援拠点 等

子ども手:当

― 艤 覇 ム、し

など



児童・家庭関係支出額
(平成22年度予算ベースの粗い推計)

未定稿 |

卜
∞
ｌ

現物給付 現金給付

両
立
支
援
・幼
児
教
育
給
付
等

２
階
）

口認可保育所等
・放課後児童クラブ
ロ病児・病後児保育、休日、延長等
口就学前教育

10,700億 円

700億円
1,000億円

3,600億 円

等

計  16,100億 円

口育児休業給付 3,6001憲円
等

計  4,300億 円

基
礎
的
給
付
等

（１
階
）

・地域子育て支援拠点

=一時預かり
・社会的養護

700億円の内数
700億円の内数

1,700億円

等

計  5,000億 円

・子ども手当(児童手当2月 分を含む)24,200億 円
1 等

計  351500億円

計 21,100億円 39,800億円

総合計  60,900億円



子ども・子育て新システム構築と成長戦略

利用者 (子ども)中心の抜本的な制度改革

◆ すべての必要な子どもに例外のない保育サービスの保障
・ 客観的な基準に基づき保育の必要性の認定 。地位の付与
・ 潜在的な需要を顕在化

◆ 市町村の責務の下、利用者と事業者の/At的保育契約
・ 利用者がサービスを選択可能な仕組み

◆ 利用 者 に対する必要な費用保障
・ 利用者に対し、一定の利用者負担の下、必要な費用を保障

受領)

◆ 市町村の責務の明確化         :
・ 例外のない公的保育サービスの保障責務、質の確保された公的保育サービスの

提供責務、適切なサービスが確実に受けられるような利用者支援、保育サービス費用
の支払い義務、の明確化

◆ サービスメニューの多様化
。 家庭的保育、小規模サービス、短時間利用者向けサービス、早朝・夜間等保育

サービス、事業所内保育サービス等多様なサービス類型を創設
。 それぞれの類型ごとに事業者を指定し、指定事業者がサすビスを提供

◆ イコールフッティングによる多様な事業者の参入の促進
・ヽ 客観的基準による指定制の導入
・ 施設整備費 (初期投資費用)の在り方、運営費の使途範囲、配当、会計基準に

ついての一定のルール化                        ‐

・ NPO等による家庭的保育、小規模サ∵ビス等の取組支援

◆ 放課後児童クラプの量的拡充と利用時間の延長

◆ サービスの質の向上

(事業者が代理して

■雇用の拡大
子育てサービス従事者増

の労働力増

■多様な子育て
サ■ビスの拡充

■所得の増

■将来の経済社会の
‐
担い手の増

１
０
１

多様な利用者ニーズ・潜在需要に対応したサービス量の拡充



月  日 ヒアリング対象

第 1回 3月 11日 (木 ) 【有識者】

○大日向 雅美 (恵泉女学園大学教授)

○駒村 康平 (慶応義塾大学教授)'

○無藤 隆 (白 梅学園大学教授)  ´

第 2回 3月 17日 (7K) 【有識者】

○秋田 喜代美

〇小西 砂千夫

【保護者関係】

○普光院 亜紀

(東京大学大学院教授 )

(関西学院大学大学院教授 )

(保育園を考える親の会代表 )

第 3回 3月 29日 (月 ) 【保育関係団体】

○全国私立保育園連盟

○全国保育協議会

○全国認定こども園協会

第 4回 4月  1日 (木 ) 【幼稚園関係団体】

○全日本私立幼稚園連合会

○全国国公立幼稚園長会  '
I放課後児童対策・地域子育て支援 (NPO)】
○全国学童保育連絡協議会             .
○子育てひろば全国連絡協議会 (奥山 千鶴子 理事長)

【民間保育事業者】

O(株 )」 Pホールディングス (山 口 洋 代表取締役)

第 5回 4月  7日 (7К ) 【保育関係団体】

○日本保育協会

【労使関係団体】

○日本経済団体連合会

○日本商工会議所

○日本労働組合総連合会

第 6回 4月 15日 (木 ) 【有識者】

○宮本 太郎 (北海道大学教授)

【地方関係団体】

○全国知事会

○全国市長会

○全国町村会

子ども・子育て新システム検討会議

作業グループ (ヒアリング)開催状況

平成 22年 4月 27日 現在
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作業グル…プ・ヒアリングの概要 (未定稿)

平成22年 4月 27日現在

く敬称略)。 く文責 :内閣府〉

【有識者】

Ｉ
“
一
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有識者名 幼保―体化等 サービス・給付体系 需u度体系 (国 と地方、財政等)

○秋田 喜代美

(東京大学大学院教授)

く幼保一体化>
○ 国際的な動向をみても、行政所管上の幼保一体化が増加傾向にあ

る。幼児教育の重視、保育の質の向上が統合の動きの背景にある

ほか、いずれの国においても、小学校以上のカリキュラムとの―

貫性・連続性がその射程に置かれている。

O幼 保のカリキュラムの統一化は進んでいるが、今後、子どものた

めの質的な保障を実現するために、人員の配置基準、施設基準、
合同研修等の実施、養成における資格併有が一居必要である。

O どの子どもも、ナショナルミニマムが連守された―定の質の保青

が、国や地域や家庭の格差なく保障されることが求められるが、

歴史的・地域的に培つてきた子育てや保育の文化が尊重されてい

くことが望まれる。

く保青の質の保障>
O待 機児童対策が質を下げる方向に向かつてはならない。 10年

後、26年後に悪影響を及ぼす。

O保 育の質の保障とは、養護と教育の不断の質の確保と改善過程に

ある。子どもの最善の利益を考慮し、子どものくらし、遊び、学

びの質を保障することである。これは、経済格差による子どもヘ

の影響の是正にもつながる。
Oそ のためには、保青実施のための施設等の最低基準の保障、保育

者の高度専門性の育成、ナショナルカリキュラムの連守、国の自

立的自己評価により、一定以上の養護と教育の質的保ptを 行う公

的な統合システム形成が必要。

く国と地方の役lJ薔>
○ 教育と保育は、国が責任をもつて最低基準を設定するこ

とが重要であり、OECDの 中でも国が子どもに責任を

もたずに地方に完全に任せているところはない。

O 「幼児期」だけを切り離して議論するのではなく、18歳

までの子どもという連続性と連携の視点が重要である。

O大 日向 雅美

(恵泉女学園大学教授)

く子ども家鷹省 (偏称)>
0 「子ども家庭省 (仮称)」 については、福祉の問題全体、社会保

障全体の問題、労働政策全体の問題から考えていく必要があるの

ではないか。

く幼児教育の意機等>
0 0ECD各 国とも、幼児期の教育・保育に投資をしており、就学

前の教育保育が子どもの生涯にわたる人間形成の基礎となるこ

とを踏まえ、親の多様な生活スタイルのニーズに応えることを前

提としつつ、子どもの観点に立って、より良い子どもの育ちを保

障しようとする努力が必要。
0養 育力の低い家庭の子どもには、質の良い保育を提供すること

で、格差を是正し、発達の補完することが可能。

く保青の質の保障>
0保 育の量を拡大することは喫緊の課題であるが、質の担保を前提

とする必要があり、安易な規制緩和は日本の未来を危うくする。

O子 どもの貧困が問題となつている日本において、質のよい保育の

提供は、発達の補完の意味からも大切。

O保 育の質とは、保青者の応答性であり、大人の良い働きかけが子

どもの育ちに良い影響を与える。したがつて、職員百己置の向上、

保育士等の処遇の向上、専門性の向上が必要である。

く日と地方の役11>           、

0子 どもの発達保障に関して、国および市町村がしっかリ
関与し、「未来への投資」として、公的責任を果たすこと
が肝要である。

く子育て支燿策書の
=要

性>          _
0 ビジョンにあるように、①社会全体で子育てを支えると

いうこと、②仕事と生活の調和が図られることにより、
出生率の向上と女性の労働力向上による経済成長を同時
に達成することが重要課題。

O女 性の労働者が安心して働きつづけるためにも、保育制
度改革が必要。

O働 き方の多様化に対応したサービスの多様化が必要であ
り、市町村の責務の下での利用者と事業者の公的保青契
約、清在需要も含め保育を必要とするすべての子どもに

例外のない公的保育を保障する必要がある。そのために
国・市町村の公的責任により良質な保育を提供してほし
い。そのために、保育改革をはじめ、現物給付に財源を
重点的に投入すべき。

〇小西 砂千夫

(関西学院大学大学院教授)

く子ども・子百て菫薫の賢異強化>
O子 育て支援サービスのための制度を大胆に改革し、利用者へ例外

なくサービスを保障する、サービス選択可能な仕組み、事業者の

参入促進などの基本的方向性については賛同する。
0次 代の社会を担う子ども1人 ひとりの育ちを社会全体で応援す

る「子育て社会イヒ」や、多様な保育サービスを基礎的自治体が担
うという方向性は重要。

く地侍彙権と保青サービス>
0 「地域主権」の観点からは、全国―律で裁量の余地のな

い現金給付的なものは国が負担し、地域のニーズに応じ
た提供がなされるべき現物給付的なものは、主として地
方の負担とする考え方が基本となる。

O地 方が行うべきサ=ビスは、義務付け。枠付け等の縛リ
を廃し、地方がそれぞれの地域のニーズに的確に対応で

きるようにすることが、地域主権改革の方向性に適うも
a)。

O私 立保育所の運営費国庫負担を一般財源化 (地方財政計

画の歳出にきちんと位置付ける)し 、保育所の運営・設
備基準についても地方が決定できるように緩和し、国の

関与は事後的なチェック (ク オリティ・コントロール)

で対応する方向が望ましい。
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【有識者】

有識者名 幼保―体化韓 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方. 財政書)

O駒村 康平

(慶応義塾大学教授)

くコ 保― 椰 16専
'0 「一 人働 き社会」 か ら「 共働 き社会」 への移 行 への対 応 と して 、

現在は棲み分けしている保育所と幼稚国のミスマッチを解消し、
「幼保―体化」を図ることが重要である。

O育 児休業と保育サービスとの連携を進めるとともに、幼保を一体
化し、3歳未満は要保育度に応じて保育サービス利用と幼稚国参
入、3-5歳 は保育所か午後の保育サービス付き幼稚園を選択す
る仕組を提案する。

く新しい社会システム>
0効 率 (成長)と 公平 (再配分)を 同時に高める政策を行うことが

必要であり、「保育制度改革 (待機児童解消)」 「教育政策 (就学
前教育)」「労働政策 (両立支援策)」「所得保障政策 (子 ども手当)」

とをバランスよく進めることが必要である。
O保 育サービスについて、「規制緩和を行い市場メカニズムにゆだ

ねればよい」との主張については、情報の不完全性やサービスの

質 (アウトプット)が測定できない現状では成り立たない。一定
の公的コントロール下で多様なメニューを導入し、多様な主体の

参入をみとめる「準市場メカニズム (契約・選択・参入)」 が必
要。

く国と地方の役11>
O 「保育サービスは地方に委ねるべき」との主張について

は、保育サービスと労働政策との連携、社会保障制度を
持続可能にする人口問題という長期の国家戦略という観
点から問題がある。国は、市町村に保育サービスの充実
のために確実に使われる財源 (「子ども」の「色」のつい

た財政支援)を保障することが必要。

O特 別の「基金」をつくつて、企業負担、労働者の負担、

国、地方の負担を入れて、個人には育児体業もしくは保
育サービスを選択してもらい、自治体にはその他の子育
て支援サービスと現金給付とを選択してもらうような仕
組がよいのではないか^

O宮本 太郎

(北海道大学教授)

く幼保一体化等>
Oス ウエーデンでは就学前教育の重要性が浮上し、1996年 に保

育を教育庁の所管 (幼保―元化)と したが、その主体は「自治体」
であることに留意すべきである。

く子ども家魔管 く偏称)>
0切 れ目ない生涯教育の工台としての就学前教育という位置づけ

から見ると、「子ども家庭省 (仮称)」 という括り方は、幼保―元
化をスムーズに進めるかもしれないが、生涯教育という観点から
は切れ目が生じてしまうしわが国では一方通行型教育の見直しを
まず進めるべき。

く就学前教育の意義>
0就 学前教育は、知識社会への対応、高齢社会への対応、格差社会

への対応、共同参画社会への対応、孤立社会 (無縁社会)への対
応などの観点から重要である。

く保育制度改革善>
O就 学前教育のユニバーサル化の流れを踏まえれば、「保育に欠く」

要件は見直されるべき。
Oス ウェーデンでは行政が,律 的な基準の保育・教育サービスを行

い、保護者の多様なニーズに応える形で協同組合等の「新しい公
共」部門が保育 ,教育サービスを行つているが、費用や公的負担
についてはイコールフッティングとなつている。

くわが日の家族政策>
○ わが国の家族政策は、雇用を軸とした生活保障という面

では間違つていなかったが、男性雇用志向に偏つてきた
ため、子ども・子育て支援が私的な問題として扱われる
傾向が強かつた。

O子 ども手当は、保育サービス・就労支援サービスと併せ
てバランスよく提供されなければ、わが国は男性層用志
向型かつ雇用保障への政府関与が弱い「一般家族支援型
システム」(l日 ドイッ型)へ近づいてしまう。

O家 族政策への支出が大きく、有償労働の女性への開放度
の高いスウェーデン型の「両性支援型システム」を前提
に就学前教育の充実をするべきではないか。

O両 性支援型システムにおける「子ども中心の社会的投資
戦略」はむしろ家族の結びつきを強める。      |

Oス ウエーデンで高福祉、高負担が成り立つのは、サービ
スが納税の主体である中間層が納得できるに足りる所得
比例保障であるため。子どもを持つには働いてある程度
の収入の保障を得ることが必要となり、結果として女性
の社会進出を促すことにもつながっている。

O無藤 隆

(白梅学園大学教授)

く幼保―体化>
O 「幼保一体4ヒ」は3つの意味で必要である。①地域の子どもとし

て生活をともにする場が必要であること、②小学校への連携・接
続が求められていること、③就国前の段階から保護者への支援が
はじまること。

O幼 保一体化の試行としての認定こども国は、幼保の伝統は互いに
異なるものの、新たな統合的な保育の在り方が生まれてきてお
り、保護者の評判も高い。この取組みを全国展開していく必要が
あるが、会計処理等の簡便化や利用者負担の公平、補助の在り方
などの課題がある。

く保青の質と幼児教育の意義>
O保 育サービスの質は、養護と教育の 2つの面で確保されるべきで

あり、専門性の高い保育者が必要である。         '
O幼 児教育施設は、一定水準の幼児期の教育を確保することによっ

て、家庭教育の格差を補うものとして意義がある。
04ヽ学校教育の基盤をつくる上で、幼児教育は重要であり、小学校
: 教育との連携が必要である。



【保護者関係】

有講者名 幼保―体化響 サービス・給付体案 制度体系 (国 と地方も財政等)

○普光院 亜紀

(保育園を考える親の会代表)

くJO保―椰化唇>
0認 定こども国については、看板だけで質を担保する仕組がなにも

ないものもある。一人ひとりの子どもや家FEの 状況が違い、暮ら
しも価値観も多様化している中で、多様なニーズに応えることこ

そ必要でありヽ 何のための「一体化」なのかということを明碑に
する必要がある。

O 「一体化」の姿というものはt決 してどこの施設でも全く同じこ

とをやるということではなく、幼稚園的な保青もあれば、保育所

的な保育もある。保育所と幼稚国は、異なる二=ズに対応して異
なる役割を担つてきたところであり、保育所・幼稚国のそれぞれ
の良さを失わせない仕組が必要。無理やリー体化すべきではな
い .

く保育所機出の意薔>
O子 どものセーフティネットとしての福祉ニーズに対応する保育

所機能は地域にくまなく存在する必要がある。在宅子育て支援機
能は、幼保の取組み支援のほか、多様な担い手も支える必要があ
る。就学前教育においては、子どもの平等を確保する必要がある。

O保 青制度改革については、「応益負担」では中間所得層の負担が

重くなるおそれがある。「指定制」はビル保育の激増につながリ

かねない。営利制限や人材確保の仕組み、情報開示が必要。

く財源の確保>
O待 機児童対策は、面積基準緩和などの小手先の対策では

なく、子どもにとつて望ましい環境 (子 どもの権利条約)

を増やす対策が必要であり、そのためには財源の確保(施

設整備・運営費)力t必要。
O保 育所運営費の一般財源化は、待機児童対策にもマイナ

スの影響がある。
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【保育関係団体】

団体名 幼保一体化薔 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政籍)

O全国私立保育園協会
く幼保一体化薔>
O ttL幼児期からの子どもの発達の切れ目のない連続性を保障 (3歳

以上と3歳未満で分離すべきではない)する新たな保育・子育て
システムと「幼・保一体化」が求められる。

O 「幼保一体化」構想については、①すべての子どもを対象とし、
差別・区別が生ずる制度設計ではならないこと、②行政の―体化
が必要であること、③保育と教育にはすでに確立された“共通性"

があること、に留意が必要である。
Oナ ショナルミニマムや基準を差別化しない形で常1度 設計した上

でなら、多様な選択肢や、幼稚園・保育所のそれぞれの伝統をも
ったやり方があってよい。

く保青僣鷹改革>
O児 童福祉法に基づき、すべての子どもと家庭が「いつでも、どこ

でも、だれでも」受けられるより豊かな子育て支援と保育・教育
政策の確立が重要である。

O保 育・福祉事業への「企業の過度の参入」による市場原理・市場
競争の行き過ぎと利益優先型の事業の拡大や格差を広げる制度
設計は避けるべき。

O児 童権利条約に定められる「子どもの最善の利益」IF沿 つた保育
と「環境及び質」の向上に努めることが必要である。

く口と地方の役書J薔>                :
0児 童福祉法を尊重し、国と市町村の役割と責任を明確に

した制度とすることが求められる。
O将 来に向けて、「国・自治体・事業主・保護者」の社会全

体で子どもの育ちと子育てを支える新たな財源制度の確
立が必要である。

O 「生命と育ち」「保育と教育」を保障する児童福祉施設最
低基準 (ナ ショナルミニマム)を国・市町村において連
守することが必要である。

O家 庭的保育、一時保育、地域子育て支援拠点、育児休業
手当の充実をはじめとしたヮーク・ライフ・パランスの
推進を総合的に進めることが必要である.

O全国保育協議会
く幼保一体化>
0 「幼保一体化」とは何を意味するのかを明確にするとともに、保

育所と幼稚国の各鮨1度の特性と役割、運営実態を検証して、慎重
に議論する必要がある。               ヽ

O子 どもが育ち生活する場は多様であり、機能に応じて様々な施設
があつて良い。

く保青制度改革薔>
O新 たな保育制度においては、利用者・事業者・地方自治体、三者

の「公的保育契約」の位置付けと法的根拠を明らかにする必要が

ある。
O r指定制」の仕組と事業主体の属性などによる規制を明らかにす

る必要がある。

O新 たな保育常1度 の運営費等の使途と制限を明らかにする必要が
あり、株式会社が配当することには反対。

O児 童福祉施設である認可保育所の社会的使命、役割 (養護と教育、
保護者支援、地域子育て支援)を明らかにする必要がある。

O 「食べることは生きること」であり、健康と育ちを守る保青所に
おける食育の重要性を認識すべきである(給食の外部搬入につい
ては反対).

く日と地方の役書J>
O安 心と成長という視点から、国がその責任のもとに新た

な保育・子育て家庭福祉政策の確立を図り、そのための
財源を確保することが必要である。

O新 たな保育・子育て家庭福祉制度における地方自治体の
実施責務を明らかにすべきである。

0日本保育協会
く幼保―体化>
○ 幼保一体化については、幼稚回及び保育所の両市1度 を核としなが

ら、まずは現行の認定こども国制度の改善を含めて制度改革を図
るべきであり、一律的に一元化することは、逆に利用者のニーズ

に応えられない。また、3歳未満は保育所で、3歳以上を幼稚園
でというのは乱暴な議論である。

O 「幼保一体化」の中身は何なのか、不明な部分が多く判断できな
い。また、幼稚国で0-2歳児を受け入れることができるのか疑
間である。

く保 百覇 E醸革 響 >                 :
O保 育所は福祉施設として、家庭に代わる子どもの生活と学びの場

であり、この視点は維持すべきである。そのため、市町村が関与
した入PJIの しくみとし、公定価格が必要であり、競争原理が働く
仕組みは適当ではない。

O保 育所は地域のすべての子育て家庭を支援する役割・機能を充実
強化し、子どもにも保護者にも使いやすい仕組みになつていくこ
とが大事である。

0世 界の中で最低レベルの保育所最低基準を引き上げることが必
要́。また、待機児童解消のみを目的とした指定制の導入は保育の

質の低下につながるものである:

O保 育の質の向上のためには、保育士の配置基準と処遇の改善が必
要である_

く財源の確保善>
O子 ども ,子育て新システムの構築に当たつては、国及び

地方公共団体の責任の強化が必要であり、保育所の待機
児童の解消のために、国及び地方公共団体が大幅に財源
を投入し、保育所の整備を促進すべきである。その財源
は社会全体で費用負担する形で確保する。

O保 育所運営費の一般財源化に1ま 反対。
O就 学前の子どもの教育・保育については、都市部では待

機児童の解消、地方では少子化による子どもの減少への
対応と、地域に応じた取組が求められるため、柔軟な対
応を可能とすることが求められる。



【保育関係団体】
団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 《日と地方、財政等)

0全国認定こども園協会
く露定ことも国>
O 「認定こども国」は、幼稚国機能、保育所機能、子育て支援機能

の3つの機能を総合的に生かしていける施設である。

O各 地域で好事例となる取組みが行われているが、会計基準の違
い、法人制度の違い、財政措置の違い、地方行政所管の違い、最

低基準の違いなどの現行制度上の運用ラインの限界 (二重行政の

歪み)もある。財政的支援の不足が普及していない大きな要因で

ある。

Oす べての子どもたち (保育所、幼稚国、長時間、短時間、狭間に
‐

いる子供たち等)の最善の利益のために、ユニバーサル・サービ
スとワンストップ・サービスを目指し、子どもの教育、保育、生

活の質を確保する必要がある。

O子 ども環境 (家庭・地域社会)機能の再年・回復が必要であり、

地域の活性4し 、地域の質を高めていくことがこれからの課題であ
る。
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【幼稚国関係団体】

団体名 幼保…体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政等)

0全 日本私立幼稚園連合会
く働保―体化等>
O私 立幼稚国が「認定こども国」の申請をしても市町村窓口で受け

付けられなかつたり、補助を受けられないなどの課題がある。
O私 立幼稚国は、待機児童解消のために、その施設を開放する用意

があるが、地域の実情や、保護者の要請などに応じた柔軟な制度

設計が必要であり、全国―律に制度を統一すべきではない。

O幼 稚国の「地域の子育て・教育」のセンターとしての機能が黛さ
れることがあつてはならず、幼稚園と小学校との連続にも留意す
べきである。

く幼児教育の意霧>
O すべての子どもには良質な教育を受ける権利があり、教育に軸足

を置いた国家戦略として、子どもにとつて豊かな環境を保証すべ

き。また、子育てを通じて親が成長する。
O 国家戦略として、OECD諸国並みの教育投資が重要である。

O 「幼児教育」の基本部分 (コ ア)は 、3歳児から5歳児までの 1

日4時間程度を標準として、すべての子どもに幼稚園教育要領に

準拠した教育が実施されなければならない。

O保 育に欠ける場合であつても8時間を限度とし、制度としての
「教育・保育」「子育て」「就労支援」をあらためて整理し、公平
な助成制度を確立する必要がある。

0全国国公立幼稚園長会
く幼保一体化薔>
O幼 保一体化については、地域によつて幼稚国・保育所の設置状況

が異なることを踏まえて、認定こども国 (と くに幼保連携型)に
おいて保育及び教育を充実する必要がある。

O 多様化する幼児教育施設の中で、幼稚園・保育所・認定こども国
いずれの施設でも確実に教育が行われるような仕組とし、保護者
が選択できることが重要。

O 「′卜¬問題」に対応し、幼児教育と小学校教育の接続が重要であ

る。

く幼児数百の重覇>
O 「幼児教育」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

であり、3歳からの集団の中での豊かな学びと、専門性の高い教

員が必要。

O子 育ての現状は、地域格差、経済格差、子どもの育ちの危機、子
育てに悩む母親の増加、保護者の学びの機会の欠如などの課題が

あるが、次代を担う人づくりの根本的な対策として、子どもの育

ちの視点から考える必要がある。

O幼 稚園、保青所に通う親子には様々な考え方や価値観があるが、

子育て家庭が地域社会づくりにかかわっていくことが重要であ
ス _



【散課後児童対策・地域子育て支援 (NPO)】
団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国と地方、財政等)

O全国学童保育連絡協議会
く学菫保青の意義>
O 「学量保育」は、共働き・ひとり親家庭の小学生 (主に低学年)

の子どもたちに、家庭に代わる「毎日の生活の場」を保障する施

設であり、「毎日の継続した生活保障」と「安全で安心できる生
活の保障 (指導員と子ども、子ども同士の継続した人間関係)」

が必要である。     、
く学

=保
育の充実>

0 「学童保育」に関する市町村の実施責任を強化すると同時に、最
低基準をつくり、その基準に沿つて質的向上が図られるよう、国
としての財政措置をしっかり行うことが、「量的」「質的」な拡充
につながる。

0 とりわけ、指導員が安心して働き続けられ、安定的に確保される
ためには、公的な資格制度を倉1設 し、養成機関を整備することが

必要である。
O 「生活の拠点」と「遊び場・居場所」を区別する観点から、全児

童対策事業との一体的運営には反対する。

〇子育てひろば全国連絡協議会
(奥山 千鶴子 理事長)

く地域の子育て支経の意義>
0 3歳未満の子どもたちのサポートは、親も入れた家庭支援という

考え方が重要である。他方、3歳以上は、幼稚園・保育所を軸と
した基本 8時間保育、学びの場と養育の場の実現を目指すじ

0親 が働いていない家庭であつても、家庭内ケアには限界があるた
め、=定のサービスの提供が必要である。

O子 ども・家庭施策の政策目的は、「①子どもの健やかな育ち」「②
親 のエ ンパ ワー メン トIЮ 両立支 援 lЮ 地域 力の 向上 l.

く子育て支援常1度 のあり方>          =
O lt域 子育て支援については、地域事情に応じたサービス

の11出 と提供が可能な「子育て支援NPO」 などを活用
すべきである。

O フランスの「家族手当金庫」のように、子育て家庭や支
援団体、企業など多様な関係者が参画し、議論する場が
必要である。
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【民間保育事業者】
団体名

′
幼保…体化籍 サービス・給付体系 制度体系 (口と地方s 財政書)

0(株 )」 Pホールディングス
(山 口 洋 代表取締役)

く保爾田
=改

革と民間参ス>
O保 青サ‐ビスヘの「多様な経営主体の参入」により、多様な保育

ニーズヘの対応が可能になるとともに、大規模な組織をもつ株式
会社などの資源を活用することにより、スピー ド感のある拡充が

可能となる。
Oま た、大規模な事業体の参入により、研修ジステムや福利厚生に

よる職員の質の向上や処遇向上が可能となるb

O保 育サービスヘの参入障壁としては、「①地方自治体による差別

的な取扱い (既得権益団体などの圧力)」「②唯会福祉会計の事務
労力」「③株式会社が配当を制限される場合がある」「④運営費の
使途制限があり余剰金が活用できない1等の誤題がある。

く地方の役11等>
O 「地方分権」はよいが、地方の利権を残したままでは改

善しない。
0既 存の認可外保育施設に対して公費を投入し、質の向上

を図ることにより、待機児童を解消することができる。
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【労使関係団体】

団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政等)

O日本経済団体連合会
く幼保―体化>            .
0 「幼保一体4ヒ」についてはt幼稚園・保青FJIのそれぞれの基盤の

上に保育・教育機能を付加し、教育と保育を一体的に推進するこ

ととし、まずは認定こども回設置拡大に向け、手続きや運営費補
助などの普及阻害要因を解消すべきである。

O 「一体化Jが必要な根拠や財源についての議論が不足しているの

ではないか。

く保爾憫麿改革吾>
0 多様で柔軟なサービスの拡充に向け保育分野における株式会社

やNPOの参入を促進。初期投資の負担軽減を行うとともに、社

会福祉法人会計による財務規制、事実上の配当規市1等 を撤廃すべ

きである。                      i
O保 育士資格制度の見直し、新卒に限らない有資格者の掘り起こ

し、無資格でも経験者を活用するなど、保育の担い手を確保すべ

きである」

く子育て支援薔ヨ度のあり方>
0国 、地方、労使団体、保育利用者等が参画する「子育て

会議 (仮称)」 を内閣府に設置し、子育て支援関連予算の
「みえる化」を図るとともに、重点施策や予算編成の基

 ́ 本方針を策定し、執行状況を確認する仕組みを提案する。

O基 金方式については、それを管理する組織も必要となり、

行政のRE大化を招くこととならないかという懸念があ
る。

く財源等>
O経 済活力を維持しつつ、子育て支援や社会保障の持続可

能性を確保するには、全国民で支える消費税を中心に安
定財源を確保すべきである。

O保 育サービスは公費対応が基本。企業が一定負担するに
は①拠出目的と給付内容の整合性が図られること、②給
付の規模、対象、内容への意見反映が可能であること、

③拠出の規模、仕組み、中長期の負担見通しが萌らかで

あることが必要不可欠である。

O 「地域主権」改革の流れと整合性を図りながら、地方自
治体に確実に予算を配分し、地域実情にあわせて倉1意エ
夫できる仕組みが必要である。

0日 本商工会議所
く幼保一体化>
○ 幼保―元化 (保育士と幼稚園教諭の市1度 を含む)を推進するとと

もに、待機児童対策に幼稚国の資源を活用する。認定こども国は

経過的であり、将来的には幼保一元4ヒ をすべき。

く保育籠鷹改革害>
O… 時預かり等の多様な保育ニーズに対応し、すべての子育て世帯

が保育サービスを受けられるよう、「保育に欠ける要件」の見直
し (廃止)をする。

O地 域の実情に応じて子育て世帯のニーズが解決できるように、地

方自治体へ権限移譲をするとともに、新規参入や既存事業者のサ
ービス拡充を妨げないよう、認可の客観化、規制緩和をあわせて

行う。

く財源の確保害>
0少 子化対策予算を対GDP比 2%程度まで増額すること

が必要。その際、現金給付よりは保育所整備などのサー
ビス拡充に予算を優先配分すべきである。

O現 行の事業主負担を財源とする児童育成事業費は①給付
と負担の対応がとれていない、②給付に対する考え方が
不明瞭、③事業主との協議の場がないなどの問題がある
とともに、日本企業の7割は各種手当を支給して子育て

世帯の従業員を支援しているところである。これ以上の

事業主負担を求めるべきではない。

O日本労働組合総連合会
く幼保一体化>
O 「幼保一体化」についてはヽ当面は認定こども国、とりわけ幼保

連携型の普及環境の整備が現実的ではないか。

く子ども家庭管 (偏称)>   .
0安 定財源の確保と財源の統合により、子ども・子育て政策を総合

化・体系化する必要がある。将来的には「子ども家庭省 (仮称)」

を展望する。

く保青制度改革書>
O 「保育が必要な」子どもに例外なく保育サービスの利用を保障

し、市区町村の実施責務を法制度上明示することが必要。

0人 材不足改善のためにも保育士の処遇改善が必要。運営費の使途

制限は人材確保とサービスの質の向上に不可欠。

O放 課後児童クラブについては、事業の位置付け .基準を検討し、

早急に制度化するべき。また、指導員の待遇改善と人材確保等の

ために必要な手当てをすべき。

く子育て支援制度のあり方>
0財 源の統合、ステークホルダー参画による総合的な政策

プロセスヘの関与を前提とし、国が最低基準を定め、安
定的財源を保障し、市区町村においてその財源が確実に
子ども・子育てサービスに回る仕組みが必要 (「子育て基
金 (仮称)」 構想)。

く規物サービスの重要性>
0 日本はOECD諸 国の中でも、子ども・子育で支援費用

の対GDP費が少ない。OECD並の対GDp比 率に引
き上げていくべき。

O一 般財源化は、子ども・子育てにかかる財源が地域にお
ける子ども・子育て施策に使われているか不透明になる。

O子 ども手当は国庫負担を基本とすべきであるが、少なく
とも児童手当の事業主拠出分程度は維持すべき。また、
現物給付と現金給付のバランスをとり、当面は基盤整備
存僣先すべき_
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【地方関係団体】

団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (口 と地方s財政磐)

O全国知事会
く幼保―体化>
O幼 保一体化の検討にあたっては以下の3つの視点が重要である。
・ わが国の将来を見据えた教育のあり方からの検討。
・ 低年齢児から放課後児童対策までの途切れのない支援を行う

観点。
・ 経済効率からではなく、子どもの立場に立った検討。

く子どもま鷹管 (偏称)>
O子 ども関連施策を総合的・―元的に行う省庁の設置が必要。一部

都道府県 (秋 田県・高知県等)では既に幼保の一元的所管を行つ
ているところがある。

く保百爾暦百革薔>
O保 育、幼児教育については、基礎的自治体を実施主体とすること

が適当であるが、都道府県の役割等についても議論 していきた
い 。

く子ども手当について>
O全 国―律で行う現金給付については国でその財源を負担

すべきであり、保育のようなサービスは地方が創意工夫
により取り組む仕組みとすべき。

O現 金給付と現物給付のパランスが必要であるほか、国の

責任において必要な財源の確保を図るべき:

く子育て支援書lEOあ り方>
O フランスの家族手当金庫のようなものをつくつても、信

標性を保てるのか疑間である。′

0全国市長会
く幼保―体化>
0市 立のこども国が認定を受けないのは、認定をうけることのメリ

ットがないため。常I度を広げていくならば、財源等のメリットが
ある制度にすることが必要t

O こども国化しても幼稚国と保育所の利用料の違い、預かり時間の

長短の差など、幼保の制度の違いによる問題は依然として解消さ
れていない。

く子ども家鷹告 〈偏称)>
O生 涯学習の業がりを断絶しない横軸的な対応として、就学前の時

期についてはすべて「子ども家庭省 (仮称)」 が所管するなどの
形がとれないか^

く保青制度改革書>
O保 育所の待機児童の問題については:幼稚国における児童の受け

入れを「2歳以上」とすることにより効果的な解決策がとれるの
ではないか。

く国と地方の役11等>
O地 方分権にあたり、幼稚回・保育所の許認可権を地方 (市

町村)に移すべき。保育、幼児教育については、基礎的
自治体に任せてもらえれば、都道府県の関与は必要ない
のではないか。

O基 金方式については、財源についての懸念がある。
く子ども手当について>
O子 ども手当については、保育料・給食費等の滞納分を市

町村において相殺できる市1度としてほしい。

O全国町村会
く幼保―体化>
O観 念的、理念的な「幼保一体化」ではなく、具体的な財政支援の

裏付けがなければ現実は動かないのではないか。
O幼 保一体化は大事だが、都市部では待機児童の問題、地方では少

子化による定員割れの問題がある。地域の実情に応じた柔軟な運
用ができる11度 にするべき。

く公立保育所の運営費>
O公 立保育所の運営費が一般財源化して交付金が減つた。財源的な

裏付けがなければ子どもたちのための教育・保育サービスの質が
確保できないのではないか。

く国と地方の役割書>
O保 育・幼児教育については基礎自治体に任せてもらえれ

ば都道府県の関与は必要ないのではないか。
O基 金方式については、市町村に設ける場合、町村には小

さな額しか入らず、不利になるのではないか。



次世代育成支援の構築に向けた検討経緯

ｌ
一
∞
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社会保障審議会少子化対策特別部会

○平成20年 3月 より、次世代育成支援のた
めの新たな制度設計に向けた検討を開始

○平成21年 2月 24日 に第 1次報告のとりま
とめ

○平成21年 12月 25日 に議論の整理
■

口

■

●

●

政権与党の政策

【三党連立政権合意】
口子ども手当の創設、保育所の増設、質の高い保育の確保、待機児童の解消、学童保育
の拡充
【民主党マニフェスト2009(抄 )】  _
○「社会全体で子育てする国」「安心して子育てと教育ができる政策」

。安心して子あ を生み、次代を担う子ども一人=人
の育ちを社会全体で応援する

→ 子ども手当1人当たり年31万 2000円 (月 額2万 6000円 )を中学校卒業まで支給
。縦割りになっている子どもに関する施策の二本化し、質の高い保育環境を整備
→ 空き教室などの活用による保育所の増設、保育ママの増員等の待機児童解消
→ 子ども家庭省 (仮称)の設置の検討

【社民党マニフェスト】
・ 子どもに関する総合的な政策を一元的に行う「子ども家庭庁」を設置

○幼保一体化を含めた保育分野の制度・規制改革

幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための

包括的。一元的な制度の構築を進める:

このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加

も得て、新たな制度について平成22年前半を目途に

基本的な方向を固め、平成23年通常国会までに所要

法案を提出する。
(ア)利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
(イ )イ コールフッティングによる株式会社・NPOの参

入促進
(ウ )幼保一体化の推進

子ども手当等の取り扱いについて

○次世代育成支援のための検討の場
における幼保一体化等を含む新たな
次世代育成支援の検討を進めること
とあわせてt地域主権を進める観点
から、サービス給付等に係る国と地方
の役割分担を検討

子 ども・子 育 て ビジ ョン (平成22年 1月 29日 閣議決定)

○ 保育サービス、放課後児童クラブなど今後の子育て支援策の総合的な推進の
ために策定。あわせて今後5年間の数値目標の策定

明日の 長戦略 ( )

(平成21年 12月 30日

○ 幼保一体化の推進、利用者本位の
保育制度に向けた抜本的な改革、
各種制度・規制の見直しによる多様な
事業主体の参入促進等による待機児
童解消

○平成22年 3月 11日 より作業グループにおいて ヒア リング開始
。第 1回 有識者 (大 日向雅美・駒村康平・武藤隆)       ・第4回 幼児教育関係団体・学童保育・子育てliPO等

・第2回 有識者 (秋田喜代美・小西砂千夫)・ 保護者       ・第 5回 労使関係団体等
。第 6回 有識者 (宮本太郎)。 地方関係団体等。第 3回 保育関係団体等



「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(抄)

～平成21年 12月 8日 閣議決定～

6.「国民潜在力」の発揮
―「ルールの変更」や社会参加支援を通じて、国民の潜在力の発揮による景気回復を目指す。

(1)「制度・規制改革プロジ三クト(仮称 )」

筋た    鰤 物 て ″ け で大きな岩盤1こ突き当た久識 しα 1/_r識浸 ′規制改革
=こ
正面から取孵 こ`。

①制度・
′
規制改革                        i

｀   新たな需要創出だ″すた規舗改革の重要課題「こつι
'τ

″、行政漏J新会議|こおιヽて下記を含む重点テーマを設定し,その実

l  身 勁 .サ積極的
=こ
取%観

ご                        ″                                          ～
:   <具体的な措置>

0幼保一体化を含めた保育分野の制度口規制改革                              、

一 幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための包括的・T元的な制度の構築を進める。

一 このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加も得て、新たな制度について平成22年前半を目途に基本的な方向
を固め、平成23年通常国会までに所要の法案を提出する。
(ア )利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
・利用者と事業者の間の公的契約制度の導入、保育に欠ける要件の見直し、利用者補助方式への転換の方向など、利
用者本位の制度を実現する。また、保育料設定の在り方について、水準の在り方も含め、制度設計の中で検討する。

.   (イ)イコールフッテイングによる株式会社・NPOの参入促進   |
・株式会社、NPO,社会的企業も含めた更なる参入促進を図るべく、客観的基準による指定制度の導入を検討する。.

=また、施設整備補助の在り方、運営費の使途範囲日会計基準等の見直しについても、制度設計の中で検討する。
(ウ )幼保一体化の推進
口上記制度における新たな給付体系の検討等とあわせて、認定こども園制度の在り方など幼児教育、保育め総合的な提
供(幼保一体化)の在り方についても検討し、結論を得る。



～子どもの笑顔のあふれる国口日本～

‥
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「新成長戦略 (基本方針)」 について(抄 )

～平成21年 12月 30日 閣議決定～

2020年までの目標

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継続的上昇を通じ、人口の急激な減少傾向に歯止め』

『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』              ,
『出産・子育ての後t働くことを希望するすべての人が仕事に復帰』

【主な施策】
● 幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進
● 育児休業の取得期間・方法の弾力化(育児期の短時間勤務の活用等)

● 子どもの安全を守るための社会環境の整備

(子どもは成長の源泉)

我々は周りの人々の笑顔を我が歓びと感じ、幸せを実感することにより、生きていく力を与えられる。子どもの笑顔が、家族の笑顔に広がり、地域

や職場での笑顔に広がる:社会が笑顔であら、れることが、日本が活力を取り戻し、再び成長に向かうための必要条件である。我々は、将来の成長
の担い手である子どもたちを、社会全体で育てていかなければならない。

(人 口減少と超高齢化の中での活力の維持 )

70年代後半以降、出生率が低下傾向に転じ、深刻な少子化が顕在した90年代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度・規制改革に

おいて抜本的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかっていない。2005年には日本の総人口は減少に転じ、現在の出生率の見通しの

ままでは2050年の人口は9,500万人と推計される。将来にわたって、良質な労働力を生み出し、日本の活力を維持するために、今こそ大きな政策

転換が求められる。
このため、子ども手当の支給や高校の実質無償化を実行に移し、すべての子どもたちの成長を支える必要がある。また、子育て世代は、消費性向

が高く、これらの支援は消費拡大菫需要創造の面からも効果が高い上、子ども関連産業の成長にも高い効果をもたらす。

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を実現することは、女性が働き続けることを可能にするのみならず、女性の能力を発揮する機会を飛躍

的に増加させ、新たな労働力を生み出すとともに、出生率の継続的上昇にもつながり、急激な人口減少に対する中長期的不安を取り除くことになる。
また、子どもの安全を守り、安心して暮らせる社会環境を整備する。

このため、幼保T体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革、各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進、放謀
後児童クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を図り(202o年までに速やかに就学前日就学期の潜在需要も含・

めた待機児童問題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾力化 (育児期の短時間勤務の活用等)、 育児休業取得先進企業への優遇策
などにより、出産・育児後の復職・再就職の支援を充実させ、少なくとも、2017年には、出産口育児後に働くことを希望するすべての人が仕事に復帰

することができるようにする。                              |                 ~
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平成22年度予算における子ども手当等の取扱いについて

標記について、以下のとおり合意する。     
‐

1.子ども手当に関しては、以下の方針に沿つて、所要額を

平成22年度予算に計上するとともに、平成22年度分の支
給のための所要の法律案を次期通常国会に提出する。

(1)中学校修了までの児童を対象に、1人につき月額
13,000円 を支給する。

(2)所得制限は設けない。

(3)子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手

当を支給する仕組みとし、児童手当分については、児童

手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担

する。

(4)(3)以外の費用については、全額を国庫が負担する6

(5)公務員については、所属庁から支給する。

(6)現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金

を原資に実施する。

2.平成23年度における子ども手当の支給については、平成23年

度予算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて
平成23年度以降の支給のための所要の法律案を平成23年通
常国会に提出する。

3.子ども手当については、国負担を基本として施行するが、所

得税・住民税の扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮減

に伴う地方財政の増収分については、最終的には子ども手

当の財源として活用することが、国民に負担増をお願いする

趣旨に合致する。また、児童手当の地方負担分についても、

国、地方の負担調整を図る必要がある。

4.3.の趣旨及び平成22年度予算における取扱いも踏まえ、

所得税・住民税の扶養控除の廃止及び特定扶養控除の縮

減に伴う増収分が最終的に子ども手当の財源に充当され、

児童手当の地方負担分の適切な負担調整が行われるととも

に、平成21年 12月 8日 の閣議決定に基づいて設置される

「検討の場」において、幼保二体化等を含む新たな次世代育

成支援対策の検討を進めることと併せて、「地域主権」を進

める観点から、「地域主権戦略会議」において補助金の一括

交付金化や地方が主体的に実施するサービス給付等に係る

国と地方の役割分担、経費負担のあり方の議論を行い、そ

の見直しについて検討を行う。これらの検討については、平

成23年度予算編成過程において結論を得て、順次、必要な
`措置を講ずるものとする。

平成21年 12月 23日

国家戦略担当日内閣府特命担当大臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣

厚生労働大臣



「子 ど も・ 子 育 て ビ ジ ョン 」 椰 威2狩 1月29E閣議決定)

子どもと子育てを応援する社会 11

基本的考え方

家 族 や 親 が 子 育 て を 担 う
≪ 個 人 に 過 重 な 負 担 ≫ :

社 会 全 体 で 子 育 て を支 え る
≪ 個 人 の 希 望 の 実 現 ≫

から「子ども・子育て支援」へ●生活と仕事と子育ての調和

2「希望 Jがかなえられる
O生活、仕事、子育てを総合的に支える
○ 格差や貧困を解消する
○ 持続可能で活力ある経済社会が実現する

●子ともが主人公 (チルドレン。フアースト)●「少子化対策」

:社会全体で子育てを支える
○ 子ともを大切にする   ｀

Oライフサイクル全体を通じて社会的に支える

_ O地 域のネットワークで支える

○ 生命 (ι lのぢ)と育ぢを大切にする ◎ 田っている声に応える ○ 生活(くらし)を支える

すべ 含への政策4本柱と1..2の主要施策

Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｉ

,.子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会ヘ

(1)子ども芥村会全体です,るととも :「ヽ数書機会の確保存

。子ども手当の創設                             :
。高校の実質無償化、奨学金の充実等、学校の教育環境の整備

(2)童欲葬持って就輩と自,「向鳩 るよう

「・非正規雇用対策の推進、若者の就労支援 (キ ャリア教育・ジョフ・カァド等)

(3)汁会牛活に開喜たこと丼単ぶ粗会芥

・学校・家庭・地域の取組、地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境整備

2。 幡娠:出産、子育ての希望が実現できる社会ヘ
(4)●山 1′て好婦・出産で大るように

。早期の妊娠届出の勧奨、妊婦健診の7AN責負担

・相談支援体制の整備 (妊娠・出産、人工女I娠中絶等)

・不妊治療に関する相談や経済00負担の軽減

(5)離もが希望する幼県数書と保音サービス芥尋けられるように

・潜在的な保育ニーズの充足も視野に入れた保育所待機児童の解消 (余裕教室の活用等)

・新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築に向けた検討
・幼児教育と保育の総合的な提供 (幼保一体化)

・放課後子どもプランの推進、放課後児童クラフの充実

(6)子どもの健慶と守全存申 nヽ ウl111′τ医歯 ,「かかれるようF
・小児医療の体制の確保

(7)7卜とn銅家庭の子ど義ガ園らかしヽよう
「・児童扶養手当を父子家庭にも支給、生活保護の母子加算

(8)蜂r寺櫂ガ醒喜た平″亀が腱もか

「

音つようl「

・障害のある子どもへのライフステージに応した一貫した支援の強化

・児童虐待の防止、家庭的費護の推進 (フ ァミリーホームの拡充等)

3.多様なネットワークで子育て力のある地域社会ヘ

(9)子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように

。平L児の全戸訪間等 (こんにちは赤ちゃん事業等)             `
・地域子育て支援拠点の設置促進

・ファミリー`サポート・センターの普及促進

。商店街の空き店舗や学校の余裕教室・幼稚園の活用

・NPO法人等の地域子育て活動の支援

(1く》 子どもが住まい0まちの中で安全・安ibにくらせるように `
・良質なフ″ミリー向け賃貸住宅の供給促進

_・ 子育てバリアフリーの推進 (段差の解消、子育て世帯にやさしいトイレの整備等)

・交通安全教育等の推進 (幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及等)

4:男性もな性も仕事こ生活が調和する社会へ(7-ク・ライフ・パランスの実現)

(11)働 き方の目自 l′芥

。「仕事と生活の調禾0(ワーク・ライフ・パランス)憲章」及び「行動指針」に基づく取組
の推進

。長時間労働の抑制及び年次有給体I限 の取得促進

・テレワークの推進

・男性の育児休業の取得促進 (ノ Vヾ・ママ育休プラス)

(o什 菫層 酬 耐 織 神 ― 倍に 訪

・育児体業や短時間勤務等の両立支援制度の定着

・一般事業主行動計画 (次世代育成支援対策推進法)の策定・/AN表の促進

・次世代認定マーク (<るみん)の周知・取組促進

・入札手続等における対応の検討



主 な数 値 日:標 等

〔現状〕    〔H26目 標値〕

ONICU(新生児集中治療管理室)病床数   21.2床   ⇒ 25～30床
_          (出 生 1万人当たり)

○不 IIE専門相談 セ ンタ 三           55都 迦喘県市 ⇒  全部道府熙 指定都市・中核市

ｌ
Ｎ
ω
ｌ ○平日昼間Q臨

`可

雰編電認
○延長等の保育サービス

○病児・病後児保育 延べ日数)

○認定こども園

○放課後児童クラブ

旺見状〕    〔H26目 標健∋  ヽ

215万人  ⇒ 241万人 _

(75万人 (24%)) (102万 人 (35%))
79万人  → 96万人

31万 日   → 200万日

358か所  ⇒ 2000か所以上 (H24)

81万人  ⇒ 111万人

〔H26目 標値〕

○里親等委託率         _    10.4%  → 16%
○児童養護施設等における小規模グループケア ″「6か所  ⇒ 800か所

旺見状〕    〔H26目 標催郵

10%   ⇒ 半減 (H29)*参考指標

○男性の育児体業取得率           1.23%  ⇒ 10%(H29)*参考指標

06歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事   60分    ⇒ 2時間30分 (H29)
*惨者指標

関連0寺間 (1日 当たり)

○次世代認定マーク (<るみん)取得企業数

〔現状〕     〔H26目 標1直〕

38%   ⇒ 55%(H29)*参音指標

652企業  → 2000企業

Ч

○第 1子出産前後の女性の継続就業率

〔H26目 標lLt〕

○地域子育て支援拠点事業          7100か 所 → 10000か所
(市町村単独分含む)

〇ファミリー Iサポート・センター事業    570市町村 ⇒ 950市町村
○-8寺預かり事業 (延べ曰め          348万日 ⇒ 3952万日
○商店街の空き店舗の活用による子育て支援  49か所  ⇒ 100か所



(参考
、たな次世代育成貴轟あためあ包括的・二臭的制度設計に係る主要な子育1長鍵
サービス・給付の拡充に必要な社会的追加コストの機械的試算

Ｉ
Ｎ
一
Ｉ

追 加 所 要 額 :約 0.7兆 円 (平 成26年 度)【 ～
制度改善を含めた機械的試算 約1.6兆円

※ 施 設 整 備 費 を 除 く

0兆 円 (平 成 29年 度 )

9兆 円 (平 成 29年 度 )

H21～26
要費用累計額

(現在の費用に量的
拡大のみを加え粗く

【認可保育所等】     十約3,000億

【放課後児童クラブ】   +約 300億

:雇[漱 漁日・延長等】
車

【一時預かり】   十約800億

【妊婦健診】    十約700億 帷3)

【地域子育て支援拠点】十約200億

【社会的養護】

+約200億

制度的見直しを行うと O認可保育所の利用料1割とした場合
○育児休業給付口仮に給付率80%とした場合

+約 6,900億

十約2,000億
した場合の機械的試

※施設整備費
【保育サービス】ギ約700億 【放課後児童クラブ】 +約 100億 【社会的養護】+約 70億

『
ｌ

ｉ
】

Ｆ

‥

」

※その他、上記試算に含まれない検討課題

施設整備補助の在り方、サービスの質の改善 (職員配置、職員の処遇、専門性の確保等)

・注1 重点戦略における「仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービネの社会的なコストの推計」を置き換えたものである。
・注2平成29年度の額は、さらに女性の就業率上昇等が進んだ場合の必要額b          ‐

・注3平成22年度まで財源措置されている14回分の費用負担のうち、平成20年度第2次補正で拡充された9回分を継続した場合。
・注4育児休業給付については、現在実施している雇用保険制度からの給付として試算したものではない。
・注5放課後対策においては、「放課後子どもプラン」{放課後児童クラブ、放課後子ども教室)などの取組が広く全国の小学校区で実施されるよう促す。
・注o幼児教育と保育の総合的な提供(幼保一体化)の在り方の検討により、数値Iま変動する。
・注7ビジョン期間中の費用は、現在の費用に量的拡大分のみを加えて、粗く機械的に試算すると、おおよそ、施設整備費で約0.3兆円

｀
となる。



(参考)新たな次世代育成支援のための包括的・T元的な制度構築に向けての検討事項

子育て支援サTビスのための

包括的・一元的な制度を構築

口幼保一体化を含め、多様なサニビスメニューを整備
・すべての子育て家庭を対象ロロ・働く家庭も専業主婦家庭も

② 利用者本位の仕組みの導入 利用者本位の保育制度に向けた抜本

的な改革

① 育児休業～保育～放課後対策への

切れ目のないサービス

※利用者 (子ども)中心

※潜在化した需要を顕在化

③ L多様な利用者二Tズヘの対応
・潜在需要に対応した量的拡大

④ 地域の実情に応じたサービス提供

⑤ 安定的口継続的に費用確保

口市町村の責務の下、利用者と事業者の間の公的保育契約

制度の導入
口利用者への例外ないサービス保障 (認定による地位の付
与と保育に欠ける要件の見直し)

・利用者補助方式への見直し        等

多様なサービスメニュー

・家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援 等

イコールフッティングによる株式会社・NPO等
の事業者の参入促進

・客観的基準による指定制の導入
・施設整備費、運営費の使途範囲、会計基準等の見直し

基礎自治体 (市町村)が実施主体

社会全体 (国 口地方・事業主「本人)

による費用負担 (財源確保 )

E)‐

Ｉ
Ｎ
い
―

ロ



1資 料 211

社会保障審議会少子化対策特別部会における
これまでの議論のポイント(事務局整理)

この資料は、平成21年 2月 の第1次報告並びに21年 5月 以降の少子化
対策特別部会及び保育第1,第 2専門委員会における議論を踏まえ、少子
化対策特別部会の事務局において、議論のポイントを整理したもの。

-1-



少子化対策特別部会におけるこれまでの議論のポイント
″                                                                                          ヽ

○ 少子イヒ対策としては、すべての子どもの健やかな育ちを基本に置きつつ、保育・放課後児童クラブ・

地域の二童て支援をは1じめとするサービスの抜本的拡充が必要。_
〇 少子イヒ対策は、持続可能な我が国の社会を構築するための「未来への投資」であり、社会全体で費用
を負担する仕組み (財源確保)が必要であるとともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増え
てい<ような子育て支援のための包括的・一元的な制度づ<りが必:要。

育児休業～保育ん放課後対策への
切れ日のないサービス保障

すべての子育て家庭への支援

利用者 (子ども)中 lb
利用者への例タトのないサービス保障
※必要な子どもに例外な<保育サービスを受ける

潜在化した需要を顕在化 サニビス選択可能な仕組み

※市町村の責務の下、利用者と事業者の公的保育契約

多様な利用者ニーズヘの対応 多様なサービスメニュー

(例 )家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援拠点 等

質の確保された事業者の参入促進

※客観的な基準に基づく指定制の導入

サニビスの質の向上

基礎自治体 (市町村)が実施主体

社会全体
による

(国 :地方 。事業主 。本人)

・③
女性の就労率向上を踏まえた
潜在需要に対応した量的拡大

地上或の実情に応じたサこビス提供

安定的・継続的に費用確保

子育て支援サービスのための
包括的 。一元的な制度を構築

(



ポイント①

育児体業～保育～放課後対策への切れ目のな
いサービス保障

すべての子育て家庭への支援

子育て支援サービスのための

包括的・一元的な制度を構築

○ 少子化の背景にある、就労と結婚・出産・子育ての二者択二構造を解消するため、1

① 働き方の改革による仕事と生活の調和の実現
② 様々な子育て支援のためのサービスを下元的に提供する社会的基盤の構築
を、少子化対策として一体的に取り組む。

○ 様々な子育て支援のためのサービスを一元的に提供する社会的基盤の構築の実現のためには、社会全体で費用を負担する仕組みに
よる財源確保が必要であるとともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増えていくような子育て支援サービスのための包括的・
―元的な制度の構築が必要:

例)現状では、様々な考え方・仕組みのもとで給付,財源がバラバラであることから、これら給付・財源を一体的に提供できる仕組みが必
要。

○ 少子化対策としては、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」を基本として、仕事と子育ての両立を支援する給付を組み合わせる。そ
の際 ラヾイフステージ、働き方に応じ、育児休業～保育サービス～放課後対策への切れ目のないサ■ビス等が保障され、すべての子育
て家庭に対し、必要となる子育て支援が提供されることが必要。
・ 保育サービスの質的・量的拡充 :

・ 放課後児童クラブの質的・量的拡充
・ すべての子育て家庭に対し、必要な子育て支援サービスが提供される仕組み

○ 女性の就業率の高まりに対応したスピTド感のあるサービスの抜本的拡充とともに、
児童人口減少地域における保育機能の維持等の課題にも対応:       _

【ィメージ】
《就学前(0～ 2歳 )》
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育児休業の給付

ニーズに対応したサービス



ギイント ―ビス)

中

利用者への例外のないサービス保障
※必要な子どもに例外な<保育サービスを受ける地位の

た

※市町村の責務の下、利用者と事業者の公的保育契約

市町村の実施責務を法制度上明示
・ ①例外ない公的保育サービスの保障責務、②質の確保された公的保育サービスの提供責務t③適切なサービスが確実に受け
られるようにする利用支援責務、④保育サービス費用の支払義務

例外のない保育サニビス保障(潜在需要を顕在化)

・ 保護者の就労形態を問わず、「保育が必要な」子どもに例外なく保育サービスを受ける地位を付与 (「保育に欠ける」とい
う仕組みの見直し)。

・ 利用者が希望する保育サービスの利用開始までの間、市町村は多様なサニビスメニユーの中から補完利用できるようにする
ことが必要。

市町村がt客観的な基準に基づき、保育の必要性口量を認定
※併せて優先的利用確保についても、市町村が認定する仕組み。
・ 必要量は、 3歳未満の子どもには週当たり2～ 3区分を月単位で設定、 3歳以上の子どもには区分なしを基本:

・ 虐待事例などは市町村の斡旋等により適切に受入れ。          
´

利用者と保育所が公的保育契約 (サービス選択可能な仕組み)

※現行の市町村から保育所に委託する仕組みを見直し、公の財政事情等によってサー lゴス抑制が働かない仕組みへ。
・ 利用者 (子 ども)中心の視点に立ち、市町村の実施責務の下、利用者と事業者の公的保育契約を締結し、サ■ビスを提供。
・ 市町村において子育て支援全般に係るコーディネニ ト機能や苦情解決の仕組みが必要。

利用者に対し利用したサービスを費用保障(給付)+保 育所等による法定代理受領, 年齢、地域、規模、時間帯などに応じた単価設定 (公定価格による質の保障と安天ヒ的事業運営への配慮)。
・ 保育料は保育所等に納付することを基本に、保育料の滞納には市町村が利用者からの保育料の納付に関与する仕組みを検討。

【新たな保育の仕組み】
、(イ メージ)

⇒

＋
サービス提供



ボイン

ニーズヘの文1

女性の就労率向上を踏まえた
Xl

質の確保された事業者の参入促進
※客観的な基準に基づく指定制の導入

〈仕事と子育ての両面を支援するサービス)

○ 多様な保育サTビス類型の導入
・ すべての子どもに対する公的保育を保障する観点と、多様な利用者ニニズヘの対応の観′点から、多様なサ‐ビス類型を導入

(別紙 1参照)。

例)家庭的保育、小規模サービスk短時間勤務等、早朝・夜間・休 日保育、事業所内保育等

○ 児童人口減少地域における対応
0児 童人口減少地域において、子どもに質の高い保育を保障するため、小規模サービ不、多機能型サービス等の検討。

○ 指定制の導入と市町村のサービス提供確保の義務   ―     ,
0多 様な利用者ニーズヘ対応し、多様なサービス類型のそれぞれごとに質の確保された事業者の参入促進を図るため、客観的な

基準 (通常保育については最低基準)に基づく指定制を導入。                     ‐

0裁 量的な認可により、地方自治体の財政事情等による抑制が働かない仕組みの改革。
・ 市町村による計画的なサービる基盤整備と児童人口の減少地域等における供給過多による弊害回避。

○ 質の確保された事業者の参入促進                      .
0施 設整備費については、運営費に相当額 (減価償却費相当)の上乗せを検討 (当 面の集中的整備促進等のための施設整備補助
は維持)。

・ 認可外保育施設の最低基準至J達支援
・ 適正なサービスの確保、サービスの体廃止時のルールが必要。                ‐

・ 質の確保のための指導監督が従来よりも重要な役割を果たすべきであるが、そのための実施体制の確保策を検討。その際、都
道府県と市町村の役割の整理等についても考慮。

特質を考慮し、配当なども含め、一定のルールが必要。また、会計処理については、法・ 運営費の使途制限は、保育サ,ビスの|

人種別ごとの会計処理を検討。

○ サービスの質の向上
・ 保育所に求められる役割等の高まりに対応した職員配置、保育の質の維持・向上を図るための安定雇用や保育■―の処遇改善を

可能とする仕組み、研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等。  |
` 指導監査とともに、情報公表・評価等の仕組み。



ポイント③(続き)

○ 病児・病後児保育の量的拡充
・ 病児・病後児保育は、ニーズも高く、セーフティネシトとして重要な役割。働き方の見直しに取り組みつつ、量的拡充が
必要。

・ 施設型と非施設型の役割、医師との連携等について検討。

○ 放課後児童クラブの量的・質的拡充
・ 質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源保障を強化して人材確保のための処遇改善
が必要。

・ 市町村の実施責任、保障の仕組みの強化、質を確保するための緩やかな基準の必要性、人材確保のための処遇改善等を検討。

くすべての子育て家庭を支援する基本サービス〉
○ 多様なニニズに対応できる一時預かりの受け皿の拡大              :
・ 一時預かりは、孝L幼児のいる子育て家庭の多様なニーズに対応する基本サービスとして、保障を充実。 |0今 後の需要の拡大が見込まれる中、多様な主体、多様なサービス提供方法を活用した受け皿拡大。     |

○ 地域子育て拠点事業等地域の子育て支援の充実
0子 育ての孤立感、負担感の解ツ肖に資する地域子育て支援拠点、遊びを通じた子どもの育成を基盤とした児童館事業等、地
、域特性に応じた柔軟な地域の子育て支援の取組を支援する枠組みの検討。

○ 社会的養護を必要とする子ども等、特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する施策の充実。
・ 、施設に入所している子どもの心のケアや家庭復帰へ向けた支援、年齢に応じた設備などにより子どもの状態や年齢に応 じ

たケアが実施できるよう、施設機能や配置基準などの見直しが必要。
1

・ 施設機能の見直しのみならず、地域で生活する要保護児童への支援の充実や施設と地域資源の連携も必要。

二6-



[   基礎自)台体 (市轟籍)が臭詭主体   |

罐言責箔〔富漁催凛)・

事業主0李人
|にす|〕

○ 地域の実情に応じたサービス提供を図るため、基礎自治体(市町村)が制度の実施主体。   、

○ 新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠。      :             ′

〇
｀
現行のサービスの類型によって財源構成も給付も異なる仕組みから、包括的・―元的な制度の構築へ。

○ 社会全体(国・地方・事業主口個人)で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提にt新たな制度体系の全体像を検討する中で、
以下の点につき、引き続き議論。   :
・ 新たな制度体系によって増大する費用を国・地方・事業主・個人で適切に役割分担する仕組み
・ 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み
・ 事業主負担については、働き方と関連の深ぃサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み0社 会全体で支え合うことを前提に、誰でも大きな負担感なく一定の負担で利用できるようにした上で、低所得者にも配慮

する仕組み 等

※ 例えば、フランスでは「全国家族手当金庫」により、子育て支援に係る財源を二元的に管理し、労使・利用者等の関係者が
運営に参画し、資金を給付 (別紙 7参照)。
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多様な子育て支援の二∵ズに対応したサービス 【別紙 1】

就労等の間の子どもの発達を支える保育
家庭における子育ての支援

育児相談・親子の
交流の場

用事や育児疲れ解
消のためのァ時預

かりの場

勤務時間等に応じた柔
軟な保育サービス

育児体業等とつながる
円滑な保育所への入所

: 全戸言方間
ll

′~■ ~「 T■ ■
~ヽ

Lttl 劇 鯖 】
=]

1 トワイライト事業 |

==========コ
Ξ
=|シヨートステイ事業 |

)

保育所における地域子育て支援 多様な保育 0

預かリサ■ビス

∴■1轟.事1許

"●

|1議■|:計轟議螂轟小規模保鳥

■
=■

■1■ⅢIⅢⅢI111岬11■tⅢⅢI,|■ |

都市部等における量的拡充,中 山間地のサービス

社

会

的

養
護

事業所内保育施設

障害者自立支援制度等による障害児施策



現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え芳(勁轟曇麟2】

制度区分・給付サービス名・給付額 費用負担

亨早休業給付
目山瓢諏□

【国1/8、

保険料(労使折半)7/8】

※ただし、当分の間、国庫負担の額は本来の額
の55%(暫定措置)

保育所
公立

【司F10/10】
私立

【国1/2、 県1/4、 市1/4】

児童手当
3歳未満) 1        被用者(3歳以上)

椰曇;蹄γ・ σ恥糧ぽ事
業
主

公

1所
属庁10/1o】

  申      

【国
ξ覗

市庁

児童育成事業

鱈
後児童

`7カ

ー時

蛛

育て
事

〒
拠

【事業主1/3、 県1/3、 市1/3】

次世 代育 成支 援 対 策 変付金 (延長保育・

全戸訪問事業・ファミリーサポートセンター事業
等)       

興

【巨目1/2、 司
'■

/2】

児童入所施設など(児童養護施設、児童自立支
援
攣
設、里親なり ①

【ロヨ1/2、 明誕1/2】

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記



現行の児童 :家

族関係社会支
出

(うち児童手当 1兆円)

4.3兆円

【育児休業給付】キ約2200
億円～約4700億 円

【保育サービス】
+約7000億円～+約 1兆
3700億円

【病児保育】
+約700億円～約800億
円

【放課後児童クラブ】 ‐

+約 900億円

【一時預かり】
キ約2600億円

【妊婦健診】
+約 800億円

【地域子育て支援拠点】
+約 800億円

【放課後子ども教室】
+約 100億 円

まれていない検討課題
・社会的養護など特別な配慮を必
要とする子どもたちの支援
・施設整備コスト
・サービスの質の向上(従事者の処 :

遇改善等含む)       :
・経済的支援 (児童手当、利用者 

｀
:

1  負担軽減)等       | |
L口 _二 _口 "___.● ――ロロ‐

“"ロロロロロロロ"―‐―――」

資料 :「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略による試算に新政権の子ども手当を加え、

計 ,約 10.1兆円:    
～11.0兆円

雇用均等・児童家庭局で仮に計算して作成。

【別紙3】

子ども手当
5.3兆円

追加所要額
4。 3リヒFl

+
|※ 言式算(4.6～ 2.4兆円)に合 l
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次世代育成支援の給付苗サービスの費用構成の試算  【別紙4】

<現行の負担割合をそのまま維持したものと仮定して機械的に計算>

晰

利用者負担には、保育、放課後児童クラブ、病児・病後児保育のみ含めた。
-11-

図2及び図3は平成19年度ベース(図 1)に重点戦略上試算の増加分及び利用者負担増加分を加えている。



「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」による試算【月1攣。】
(主要な子育て支援サービス・給付の拡充に必要な社会的コスト)

追 加 所 要 額 :1.5～ 2.4兆 円

【育児休業給付】
①+約 2200億円
～②+約4700億円

① 第1子出産前後
の女性の継続就業率
(38%)が55%に

② さらに給付をスウェー
デン並(給与の80%相 当)

に

■■■■■,■ |■ 111■ |,|ヽ || ‐  ・|

1【妊婦健診】‐
.

I十約80o億円
14回分の公費助成

【全戸訪間】‐
|

1全市町村で実施

【地:戯手育そ |‐

支援拠点】‐|

+約 800億 1円|:
11全小学校区で実施

【放課後子ども教室

|十約100億円
:全小学校区で実施

【一時預かり】
十約2600億円

| :■ llil●■111■■         |:  |                  : .             1 ■1.:‐ )・ =● :・
.`.:`|■  ||

【保育サ■ビス】_■‐1  
‐   |    |

①十約7000億円ん②+約 1兆3700億円   ‐

【放課後児童タラブ】十約Ooo億円 :
小学校1～ 3年生の放課後児童クラブ利用率(19%)を、

就業を希望するすべての人を支援できるように(60%)

「丁……「「「=粟百罰III.魂h蔦異誦正二覆孫謙蓄
~~~T「 ~|

|          ・社会的養護など特別な配慮を必要とする子どもたちの支援             _ 1
:    `     ・施設整備コスト                                  l

il_■ _三 二11_1  堤 ギ
iコ    Υ キ         |

TR曇薇砕殉魔百年晨あ藤
口
m~涯罰提ここ是年獅 T
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フランスの家族関係支出(2003)の 日本の人口規模への換算 【別紙6】

・フランスの家族関係社会支出を機械的に日本の人甲に当てはめて算出したもの:

日()内の円表示の金額は、為替レニトの変動を受けることに留意が必要。 |
※ 為替レートは、1ユーロ〓149円 (平成19年 1～ 6月 の裁定外国為替相場)

フランス(2003)

家族関係
社会支出

①

支出の対象となる :1人当たり家族関
年齢階級人口 : 係社会支出

②   : ③=①÷②

支出の対象となる:  家族関係
年齢階級人口 :  社会支出

④   :  ③X④

家族手当

(FamilyAIlowance)

17,569百 万ユマロ

(2兆61178億 円)

20歳未満

1,566万 人

[25.4%]

11122■―ロ

(16.7万 円)

5i382百万ユーロ

(8,019億 円 )

3歳未満

239万 人

[3.9%]

18,732百 万ユーロ

(2兆7:985億円)

6歳未満

467万人

[7.6%]

20歳未満
2,418万人

[18.9%l

(4.0兆円程度 )

5,715億円

1兆6,276億円

9,242億円

H19予算》
1.6兆円程度

出産・育児休業

(Matemity and parental
leave)

保育・就学前教育

(Day care/home― help
services)

2,2oOユァロ

(33.5万 円)

(1.1兆円程度 )

4,022ユーロ

(59,9万 円 )

6歳未満

679万人

[5.3%]

(4.1兆円程度 )

6,131百 万ユーロ

(9,135億 円)

20歳未満
1,566万人[25.4%]

391ユーロ

(5.8万円 )

20歳未満
2,418万人

[18.9%]

(1.4兆円程度 )

´
5,576億円

家族関係社会支出計

《対GDP比》

47,864百万■―ロ

(7兆 1,317億円)

《3.02%》

GDP(2003)

1億2,769万 人

6,173万 人
1ブ毬51852億ユーロ 2.57万ユー□

<資料>
Social Expenditure Database 2007(OECD)t

日本のGDPは国民経済計算(内閣府)、 人口は平成17年国勢調査(総

務省)、 平成15年 10月 1日 現在人口推計(総務省)、

Demographic statistlcs(EurOstat)



政 府
全国家族手当金庫 (CNAF)

理事会 35名で構成
使用者団体代表 10名 自営業者代表 3名

労働団体代表 13名 有識者4名

全国家族手当協会連合会 5名

職員代表 3名 (議決権なし)

家族手当金庫(CAF)〔各県に設置〕
理事会 24名で構成

使用者団体代表 5名 自営業者代表 3名 労働団体代表 8名 有識者4名

家族手当協会 4名 職員代表 3名 (議決権なし)

賜1紙 7】

フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ

目標口運営

目標・運営協定
実績報告書

運営契約 隧し亨金撮供

設の

設置や運営
等に補助各種手当の

支給
保育施設

(企業内託児所など)

財政法

徴収機構

保険、老齢保険、

族手当の保険料(

金 )・ 一般社会拠出
を一括して徴収一般社会

拠出金
(CSG)

屹
´
零摯給付曇

各1家族



資 斗 3,

子 ど も 二子 育 て ビ ジ ョ ン

～子どもの笑顔があら、れる社会のために～

平成 22年 1月 29日

※ 「子ども・子育てビジョン」は、少子化社会対策基本法 (平成15年法律第133号 )

第 7条の規定に基づく「大綱」として定めるものであるb l    .
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目 次

第 1 子どもと子育てを応援する社会に向けて・・・・・・・ 1.口 ...

○ 子どもが主人公 (チル ドレン・フアース ト)

○ 「少子化対策」から「子ども・子育て支援」ヘ

○ 生活と仕事と子育ての調和

第 2 基本的な考え方 ロロ「・ J・ ・・・・ ロロロロロ菫口■●●●口・・

1 社会全体で子育てを支える

2 「希望」がかなえられる :

第3 3つ の大切な姿勢・ ご腱・・ ●●●●●・・・ 口,・ ・ 口・・・ 口・

1 生命 (いのち)と 育ちを大切にする

2 困つている声に応える

3 生活 (く らし)を支える

第 4 目指すべき社会への政策 4本柱と12の主要施策・・・ '・ 口・・「・

1 子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会ヘ

(1)子どもを社会全体で支えるとともに、教育機会の確保を

(2)意欲を持つて就業と自立に向かえるように

(3)社会生活に必要なことを学ぶ機会を

2 妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会全     |
(4)安心 して妊娠・出産できるように              :・

:

(5)誰もが希望する幼児教育と保育サニビスを受けられるように

(6)子 どもの健康と安全を守り、安心して医療にかかれるように

(7)ひ とり親家庭の子どもが困らないように             ヽ

(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように

3 多様なネットワークで子育て力のある地域社会ヘ

(9)子育て支援の拠点やネットワニクめ充実が図られるように

(10)子 どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように

4 男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ (ワ ーク ロライフ・バランスの実現)

(11)働 き方の見直しを

(12)仕事と家庭が両立できる職場環境の実現を

第 5 今後の取組に向けた推進方策・「・・・ ■・ ロロロロ・・・・・

月1添 1 施策の具体的内容

男J添 2 施策に関する数値目標
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第 1 子どもと子育てを応援する社会に向けて

○ 子どもが主人公 (チルドレン・ファTス ト)          :

子どもを大切にする社会をつくりたいと思いますgそれはわたしたち人間すべてが
子どもである時代を経て、大人へと成長する存在だからです。
子どもは社会の希望であり、未来の力です。子どもの笑顔があふれる社会は個人の

希望や夢を大切にする社会です。だからこそ社会全体で子どもと子育てを応援してい
きたいと思います。                      

′

子どもにとつて安全で安心な社会は、すべての人にとっても安全で安心な社会でも
あります。キッズデザインの普及や、質の高い子どもの居場所づくりは、日本経済の

活力にもなりえるのです。わたしたちは子どもが社会の主体的な一員であると位置づ

け、その子どもと子育てを国、地方、企業 (職域)、 地域、NPO、 家庭、個人など社
会全体で応援する姿勢を明確に打ち出す ことで、豊かな日本社会をつ くり続けていき

たい と考えています。

また近年、家庭や家族の形態、親の就業の有無や状況、個人のフイフスタイルは実
に多様化しています。離婚や死別によるひとり親家庭、虐待を受けた子どもたち、障

害のある子どもたち、定住外国人の子どもたち、など特別な支援が必要な子どもが増
えています。「教育の格差」「子どもの貧困」の問題が懸念されている時代だからこそ、
格差や貧困をなくし、その連鎖を防止していくことがわたしたちに求められています。

わたしたちは、子どもの権利条約も踏まえ、すべての子どもたちが尊重され、その

育ちが等しく確実に保障されるよう取り組まなくてはなりません。

O 「少子
1ヒ対策」から「子ども・子育て支援」ヘ

そもそも、この国は、子 どもを生み育てるという希望がかなえられる社会になうて

いるでしょっか。

これまで 「少子化対策」 として、さまざまな計画の策定や対策が講じられてきまし

た。 しかしそれが日に見える成果として、生活の中では実感できない現状にあるので

はないでしょうか6

若者が雇用など将来の生活に不安を抱き、結婚や出産に関する希望の実現をあきら

め、子育て当事者が悩みを抱えながら苦労しているといった現実があります。
これまで進められてきた少子化対策の視点からは、真に子ども。若者のニーズゃ不

安、将来への希望に応える政策を生み出すことはできなかったのです。
わたしたちは当事者の日線で、子ども・若者の育ち、そして子育てを支援すること

を第一に考え、個人が希望を普通にかなえらえるような教育・就労 。生活の環境を社
会全体で整備していかなくてはなりません。

イ
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各種の調査によれば、多くの若者が将来家庭を持つことを望み、希望する子どもの

数は平均 2人以上となっています:家庭を築き、子どもを生み育てるという個々人の

選択が尊重され、それが実現されう社会を築くことが大切です。

子どもと子育てを応援することは、「未来介の投資」であり、子ども手当の創設は、

その大きな一歩です。子ども手当等の支援と教育や保育等のサービスとを「車の両輪」 1   、

としてバランス良く組み合わせて、子ども・若者と子育てを応援する社会をみんなで

作り上げていきたいと考えています。

O 生活と仕事と子育ての調和

子どもの成長、子育て、個人の生活、仕事をバラバラに切り離して考えることはで

きません。さらに、家庭や職場における男性と女性の役割についてもあわせて考えて

いく必要があります。                           ´

例えば、我が国の女性の年齢階級別の労働力率を折れ線グラフにした際に見られるt

・いわゆる「M字カーブ」を台形型にしていくことは、仕事と生活の調和 (ワ ーク・ラ

イフ ,バランス)の実現でもあり、保育サービス等の子育て支援策や、職場や家庭に

おける男女の役割のあり方とも密接に関連する課題です:

「子ども・子育て支援」を進める際には、「男女共同参画」「仕事と生活の調和 (ワ

ニク 0ラ イフ・バランス)」
「子ども。若者育成支援」のそれぞれの施策との密接な連

携を図つていく必要があります。

若者の雇用を確保し、出産と子育ての環境を整備すると同時に、男性と女性の仕事

と生活の両方を調和させていくことが、安定的で持続可能な経済社会の実現へとつな

がるものと考えています。

子どもと子育てをみんなで支えるセーフティネットを協力してつくりあげていきた

いと思います。

次代を担 う子 どもたちが健やかにたくましく育ち、子 どもの笑顔があふれる社会の

ために、この「子ども・子育てビジョン」は、子どもと子育てを全力で応援します。
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第 2 基本的な考え方

1.社会全体 で子育 てを支 える

O子 どもを大切にする

。 どのような状況にある子 どもであってもく多様性を尊重し、困難な状況に

対 しての支援を行 うことにより、すべての子どもの生きる権利、育つ権利、

学ぶ権利が等しく確実に保障されることを目指 します。

Oラ イフサイクル全体を通 じて社会的に支える

。多様な家族形態や親の就労の有無に関わらず、すべての子どもの育ちと子

育てを切れ日なく包括的に支えます。

○ 地域のネットワークで支える

0地域の子育て力を高め、それぞれの地域の特色を生かし、子 どもと子育て

を中心として地域のネ ッ`ト ワークで支えるとともに、地域の再生を目指し

ます。

2.「希望」 がかな え られ る

O生 活、仕事、子育てを総合的に支える          ,

・ 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることは言 うまでもありません。
個人の希望する結婚、出産t子育てを実現するという観点から、子 どもを

生み育てることに夢を持てる社会を目指します。

○ 格差や貧困を解消する

。子 どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率は、2007年の調査で12,2%、

その うち、ひとり親世帯にういては54.3%と なっており、OECD諸 国の

中でも高い水準であることが課題となっています。
・ 親の経済力や幼少期の生育環境によって、人生のスター トラインの段階か

ら大きな格差が生じヾ世代を超えて格差が固定化することがない社会を目

指します。
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10持続可能で活力ある経済社会が実現する

・ 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな~   
くその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しま

す。                   '
・ 若者、女性、高齢者、障害のある者など働く意欲と能力を持っすべての人

の社会参加を実現することにより、活力ある社会が実現します。

, 0将 来世代に負担を先送りするのではなく、社会全体で必要な費用を賄うた

めの負担を行つていくことが必要です。

・ 我が国の合計特殊出生率は、平成17年に1.26と 最低を記録し、平成20年に

は1.37と 3年連続で上昇しましたが、この動きが確固たるものになれば、

少子化の流れが反転し、人口の急激な減少スパイラルからの脱却が図られ

ます。
t ※結婚や出産に関する個人の希望が実現した場合の合計特殊出生率は、1.75程度になるものと

試算されています。

第3 3つ の大切な姿勢

1.生命 (いのち)と 育ちを大切にする

√―スひと薙 庁 どもカミ幸せIこ生きる壼摯l、 芦つ隆邪1、 学ぶ権幕l夕彰購 ι農〃

○ 妊娠・出産の安心・安全と子どもの健康を守るための環境整備や支援を進め

ます

。安心して妊娠・出産できる家庭、地域、社会をつくり、生まれてくる子ど

もたちを歓迎できるよう、妊婦健診や周産期医療など、安心・安全なお産

ができる環境整備や支援を進めるとともに、生涯を通じた女性の健康支援

(リ プロダクティブ・ヘルス/ライツ)を図ります。

・ 子どもたちの健康を守り、親の不安を軽減するため、小児医療の充実を図

ります。

・ 子どもが欲しくてもできない方々の悩みや苦しみを少しでも軽減するため、

男女を問わず、不妊治療への支援を進めます。     ^l
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○ 子ども手当の創設や高校の実質無償化などにより、すべての子どもの健やか

な育ちと教育の機会を確保します

。教育を含む子育て負担の軽減を図りつつ、次世代を担う子どもたちを社会

全体で支える観点から、「子ども手当」を創設し、高校の実質無償化に取り

組みます。      i

2.困 つている声に応える              |

解 ず るや子芦て家庭の不安を解消ιt abalる声、こ応えまガ     :

○ 保育所に入れない子どもたちや放課後の居場所のない子どもたちを抱える子

育て家庭に、十分なサービスが提供されるよう環境整備を進めます

。保育所の待機児童を二刻も早く解消するため、既存の社会資源を最大限に
1有効活用することなどにより、サービスを拡充するとともに、すべての子

どもがどこに生まれても質の確保された幼児教育や保育が受けられるよう、
幼児教育、保育の総合的な提供 (幼保丁体化)を含めて、子どもや子育て

家庭の視点に立づた制度改革を進めます。
・ 放課後児童対策について、必要と,する人がサービスを受けられるよう量的

な整備とともに、質の改善を図ります:

○ 一人ひとりの子どもの置かれた状況の多様性を社会的に尊重し (イ ンクルー
ジョン)、 ひとり親家庭の子どもや障害のある子どもなど、特に支援が必要な

'方
々が安心して暮らせるよう支援するとともに、子どもの貧困や格差の拡大

を防ざます

・ ひとり親家庭 (母子家庭 。父子家庭)が安心して暮らせるよう、子育て 。

生活支援、就業支援t経済的支援 (児童扶養手当等)の充実を図ります。
・ 障害のある子どもが他の子どもたちと同じように健ゃかに育っていける環

境づくりを行うとともに、一人ひとりのニーズに応じた一貫した支援を進
めます。

・ 児童虐待を防止するとともに、社会的養護を必要とする子どもの増加や多
様化に対応するため、家庭的養護の促進や施設機能の見直しなど、社会的
養護の充実を図ります。

・ 多様な家庭や家族の形態に応じて(ま た、定住外国人の子どもなど特に配
慮が必要な子どもたちについて、権利擁護ときめ細かな支援を行います。
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3.生活 (く らし)を支える

′夢ι嘴 紹 好 どもの立場こヽ立 っこ 家庭や地域の生活あ 荻 まガ

○ 子どもや若者が円滑に社会生活に移行できるようにします

社会経済情勢や雇用構造の変化を踏まえ、若い世代金の就労 0生活・自立

に向けた支援など、「人生前半の社会保障」の充実を図り、若い世代の生活

基盤を支えます。

ニー トやひきこもり等の困難を有する子 ども 0若者への支援については、

新たに制定された 「子ども・若者育成支援推進法」に基づく施策の展開を

図ります。 ~

○ 仕事と生活の調和 (ワ ーク・ライフ・バランス)を推進 し、いわゆる「M字

カーブ」の解消、など、女性が出産や子育てのために仕事をやめなくてもよい

ように、また、出産や子育て後に円滑に仕事に復帰できる社会が実現するよ

う、働き方の改革と職場環境の改善を進めます

0政労使の合意による「仕事 と生活の調和 (ワ ーク・ライフ・バランス)憲
章」及び 「行動指針」を着実に実行に移 し、社会全体として働き方の見直

しを進めます。

・ とりわけ若者など就労による経済的自立が可能な働き方ができる社会、結

婚や出産、子育てに関する希望が実現される社会、性や年齢にかかわらず、

誰もが自らの意欲と能力をもつて様々な働き方や生き方が選択できる社会

を目指します。
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第 4 目指すべき社会への政策 4本柱 と 12の主要施策

3つの大切な姿勢を踏まえ、次のような「目指すべき社会への政策4本柱」と「12

の主要施策」に従つて、取組を進めます。なおt具体的な各種施策の内容については、
「別添 1」 に整理しています。

1.子どもの育ちを支え、若者が安心 して成長できる社会ヘ

(1)子どもを社会全体で支えるとともに、教育機会の確保を
・ 子ども手当の創設により、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えます。
・ 高校の実質無償化、奨学金の充実等により、子どもの学びを支援します。
0子 どもの「生きる力」を養い、安心して学べる学校の教育環境の整備に取

り組みます。

(2)意欲を持つて就業と自立に向かえるように           |
・ 非正規雇用対策 (正規雇用への転換促進、非正規雇用の待遇格差の是正等)

や若者の就労支援の実施 (キ ャリア教育・職業教育、ジョブカフェ等による
フリーター等の就労支援)を推進します。 ,

0「子ども・若者育成支援推進法」に基づく二■卜やひきこもり等の困難を

有する子ども。若者への支援に取り組みます。

(3)社会生活に必要なことを学ぶ機会を
。学校 。家庭・地域の取組等を通じて、多様な家庭や家族の形態があること

を踏まえつつ、生命の大切さ、家庭の役割等にういての理解を深めます。1

0地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境を整備します。
・ 文化・芸術活動、自然とのふれあいの場の提供等により、学びや遊びの体

験を通じて豊かな人間性を育成します。

2.妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会ヘ

(4)安心して妊娠 口出産できるように

・ 妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減、新生児集中治療管理室 (NIC
U)の整備等、相談支援体制の整備 (妊娠・出産 0人工妊娠中絶など)等 に

より、妊娠・出産の支援や周産期医療体制 (産婦人科医師、助産師等を含
む。)を確保します。

・ 不妊専門相談センター、不妊治療に係る経済的負担の軽減等により、男女
を問わず、不妊治療への支援に取り組みます。          ・
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(5)誰もが希望する幼児教育と保育サービスを受けられるように

。潜在的な保育ニーズの充足も視野に入れた保育所待機児童の解消、多様な

保育サービス (延長保育、休 日
・
・夜間保育、病児・病後児保育、事業所内

保育等)の充実、人口減少地域における保育機能の維持、幼児教育と保育

の質の向上を図ります。

・ 保育制度改革を含む新たな次世代育成支援のための包括的 。一元的な制度

の構築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」 (平成21年

12月 閣議決定)及び 「新成長戦略 (基本方針 )」 (平成21年 12月 閣議決定)

に基づき、検討を進めます。その際、地域主権を進める観′点から地方が主

体的に実施するサービス給付等に係る国と地方の役割分担等の検討を併せ

て行います。

・ 上記制度における新たな給付体系の検討等とあわせて、認定こども園制度

の在 り方など幼児教育、保育の総合的な提供 (幼保二体化)の在 り方につ

いても検討 し、結論を得ます。              、

・ 放課後子 どもプランを推進 し、放課後児童クラブを拡充するとともに、こ

れ らのサ
=ビ

スの質の向上を図ることにより、放課後対策に取 り組みます。

(6)子どもの健康と安全を守り、安心 して医療にかかれるように

・ 子 どもが病気になつても安心して医療にかかれるよう、小児医療体制を整

備するとともに、あらゆる子 どもを対象に、一定の窓口負担で医療にかか

れるようにします。
。 こころの健康づくり、「食育」の普及促進、子どもの事故防止等により、子

どもの健康と安全を守 ります。

(7)ひとり親家庭の子どもが困らないように   ,
0子育て 。生活支援、就業支援、経済的支援 (児童扶養手当を父子家庭にも支

給)の充実等により、ひとり親家庭を支援 します。

(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように

0障害のある子 どものライフステージに応 じた一貫した支援の強化、障害の

ある子 どもや発達障害のある子どもへの教育と保育などの支援等により、

障害のある子どもへの支援に取 り組みます。

・ 児童虐待を防止するとともに、里親やファミリーホームの促進、施設のケ

ア単位の小規模化など家庭的養護の拡充、虐待を受けた子どもへのきめ細

やかな対応等により社会的養護の充実を図ります:     :
・ 定住外国人の子どもなど特に配慮が必要な子 どもたちへの支援を行います。
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3. 多様なネットワークで子育て力のある地域社会ヘ

子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように
。平ビ児の全戸訪間の実施、地域子育て支援拠点の設置促進、ファミリー・サ

ポー ト・センターの普及促進、商店街の空き店舗や余裕教室の活用等によ

り、地域における子育て支援の充実を図 ります。

・ NPO活 動への支援、ボランテ_ィ アの育成、高齢者等の人材活用等により、

地域住民の力の活用、民間団体の支援、世代間交流を促進 します。

子どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように
0 良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進、公的賃貸住宅と子育て支援施

設 との一体的整備の推進等により、子育てに適したゆとりある住宅 0居住

環境の確保を図ります。

・ 建築物、公共交通機関、公園等におけるバ リアフリ∵化、道路交通環境の

整備、子ども日線のものづくりの推進 (キ ッズデザインの推進)、 交通安全

教育等により、安全に安心 して暮 らせるよう、子育てバ リアフリーなどを

推進 します。

4.男性も女性も仕事と生活が調和する社会ヘ

(ワーク ロライフ ロバランスの実現 )

(11)働 き方の見直しを
。長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、ライアスタイルに応じた多

様な働き方の推進、テレワークの推進等により、働き方の見直しに向けた
ヽ 環境整備を図ります。                   

｀

・ 男性の育児休業の取得促進等により、男性の子育てべの関わりを促進 しま

す。

(12)仕事と家庭が両立できる職場環境の実現を

・ 育児休業、短時間勤務等を取得しやすい職場環境の整備、育児休業中の経

済的支援、妊娠 。出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等により、育児′

休業制度その他の両立支援制度の普及・定着及び継続就業を支援するとと

もに、子育て女性等の再就職支援を図ります。

・ 男女が職場で十分に能力を発揮しつつ、子どもを生み育てながら安心して

働 き続けられる職場環境となるよう、男女雇用機会均等の確保を図るとと

もに、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等・均衡待遇を推進 します。
・ 企業経営者等の意識改革、積極的取組企業の社会的な評価の推進など、企

業等における取組の 「見える化」によりもう一段の取組を推進 します。

(9)

(10)
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第5 今後の取組に向けた推進方策

1.政府を挙げた取組
0本ビジョンに基づき、政府を挙げて、子どもを生み育てることに夢を持てる社

会の実現のための施策を強力に推進 します。

・ 省庁横断的な観点から、総合性 と一貫性を確保するため、子どもや子育てに係

る施策間の整合性や連携を図る取組を進めるとともにt「子ども家庭省 (仮称)」

の検討など、省庁のあり方について も検討します。

・ 男女共同参画、仕事と生活の調和 (ワ ーク・ライフ・バランス)、 子ども 0若

者育成支援等の重要政策とともに一体的な取組を進めます。

2.数値目標
。今後、 5年間を目途 (平成26年度)と して、「別添 2」 に掲げられた数値目標

を目指 します。  、

ヽ
.必

要な費用については、次世代の負担とすることなく、公費負担、事業主や個

人の子育て支援に対する負担・拠出の組み合わせにより支えていきます。
´ ・ 具体的には、毎年の予算編成において、厳しい財政状況を踏まえつつ検討 し、

限られた財源の中で効果的かつ効率的に必要な社会的基盤の整備を図 ります。

3.社会全体における理解と広が、りをもった取組
0社会全体における理解と広がりをもった取組の促進のため、職場、家庭、地域 t

学校等における取組を促進するとともに、広く社会に向けた情報発信を行いま

す。

4.地域の実情に応 じた取組

・ 各地方公共団体が定める次世代育成支援行動計画等に基づき、地域の実情に応
:じ

た施策の展開を図ります。

・ 地方公共団体における子 ども関連施策を担当する部署の横断的な連携の仕組

_ みを強化 します:

5.点検・評価と本ビジョンの見直し
0関連施策については、定期的に進捗状況を点検・評価するとともに、その結果

に基づき、必要な見直しを行います。その際、子どもや子育て家庭の視点に立

った点検・評価という視点を重視します。                   |
。本ビジョンについては(施策の進捗状況とその効果、社会経済情勢、子どもの     1

貧困率など子育て家庭の状況その他子どもと子育てをめぐる状況等を踏まえ、

おおむね 5年後を目途に見直しを行います。
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策 の 体 的 内 容

1.子 どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会ヘ

(1)子どもを社会全体で支えるとともに、教育機会の確保を

ぐ 芦τ′を会全″で支える》

□子 ども手当の創設

・ 次代の社会を担 う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点か

ら、中学校修了までの子どもたちを対象として 「子 ども手当」を創設しま

す。

《子どもα 認 僣 支援 ナる》

□高校の実質無償化

・ 公車高校生については授業料を徴収 しないものとするとともに、私立高

校生等については高等学校等就学支援金を支給します。

□奨学金の充実等

・ 能力があるにもかかわらず、経済的な理由によ、り修学が困難な者に対す

る奨学金や授業料の減免などの支援を行います。

□学校の教育環境の整備

・ 「生きる力」をよリー層はぐくむことを目指すとともに、学校の教育環

境の整備を推進します。

施
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(2)意欲を持つて就業と自立に向かえるように

《若者 の自立 ι/_r生活と就労
=こ

/r7″ /_「支援|こ″ グμの

□非正規雇用対策の推進

・ 意欲 と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用人移行できるようにすると

ともに、就業形態にかかわらず、公正な処遇や能力開発の機会が確保 され

るようにするなど、非正規雇用対策を推進 します。

□若者の就労支援

・ 仕事と生活の調和の視点も含めた勤労観・職業観や社会的・職業的自立

に必要な能力等をはぐくむキャリア教育・職業教育、ジョブカフェ、ジョ

ブ・カード制度などによるフリーター等への就労支援など、包括的な若者

支援に取 り組みます。.

□子 ども・若者育成支援推進法に基づく支援

。 子 ども。若者育成支援推進法に基づき、教育、福祉、保健、医療t矯正、

更生保護、雇用等各関連分野における施策の総合的推進や、ニニ トやひき

こもり等の困難を有する子 ども 。若者への支援を行 うための子 ども・若者

支援地域協議会の設置促進を図ります。

(3)社会生活に必要なことを学ぶ機会を

《生′の機 は 、家庭の風割等I三π lでの理〃 深́める》

□妊娠や家庭・家族の役割に関する教育・啓発普及

・ 妊娠や不妊治療、家庭・家族の役割について早くから情報提供が行われ

るように啓発普及を図ります。特に、妊娠や家庭「家族の役割については、

発達の段階を踏まえ、学校段階からの教育の推進を図ります。

□乳幼児とふれあう機会の提供

・ 保育所、児童館、保健センタァなどの公的施設等を活用して(中 0高校

生等が乳幼児と出会いふれあう機会を広げぅための取組を推巡しまt,

□学校 0家庭・地域における取組の推進

・ 学校・家庭 。地域において、生命の大切さや家庭・家族の役害J、 保育体

験を含む子育て理解等に関する教育を推進します。
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□「家族の日」「家族の週間」等を通じた理解促進
。 多様な家庭や家族の形態があることを踏まえつつ、「家族の日」(11月
第 3日 曜日)や「家族の週間」(家族の日め前後 1週間)における著発や、

地域や企業の取組等の表彰を通 じてt家族や地域の大切さ等について理解

の促進を図ります。

□家族形成に関する調査 0研究等

・ 家族形成に関する調査 0研究及び事例収集 0分析を通じて、政策的対応

に向けた検討を行います。

《学ふや 体験 効 記 豊かなス用″′育成チる》

□地域ぐるみで子 どもの教育に取 り組む環境の整備

・ 学校支援地域本部や放課後子 ども教室等の実施により、地域ぐるみで学

校を支援 し子 どもたちを健やかにはぐくむ活動を推進するとともに、家庭

、  教育に関する地域人材を養成し、相談対応や学習機会の提供など、家庭の

教育力の向上に向けた取組を推進します。

□消費者教育等の推進

・ 学校・家庭・地域において、消費者教育・金融経済教育を推進します。

□地域や学校における体験活動

。 子 どもたちと地域社会との関わりを深め、豊かな人間関係を形成できる

よう、全国の小 。中・高等学校において、自然体験活動や集団宿泊体験、

奉仕体験活動などの様々な体験活動を行 う機会を提供します。

□文化 0芸術活動                      .
。 優れた舞台芸術の鑑賞や文化芸術活動への参カロを促進 します。また、民

俗芸能や茶道、華道などの伝統文化を体験できる機会の提供を支援します。

□自然とのふれあいの場
。 国立公園等の豊かな自然の中で自然や環境の大切さを学ぶ機会の提供や、

こどもエコクラブ事業による環境保全活動や環境学習を行 うことへの支援

を通じて、自然とのふれあい施策を推進します。

□農林水産業の体験や、都市と農山漁村との交流体験
0森 林等の豊かな自然環境、地域の資源を活用した農林漁業体験や自然体

験などの多様な体験活動の取組を推進 します。    
｀
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□子 どもの遊び場の確保 (公園、水辺、森歩 )

・ 都市公園、河り||や海辺、森林などで、子どもが身近な自然に安心してふ

れあうことができ、安全で自由に遊べるよう、環境整備を推進します。

(  2.妊 娠、出産、子育ての希望が実現できる社会ヘ

`(4)安心して妊娠・出産できるように

《妊娠 ″出産の支援体制、周産期医療体制を確保チる》

□妊婦健診や出産に係る経済的負担の軽減

。 出産に係る経済的負担の軽減を図るとともに、市町村による妊婦等に対

する早期の妊娠届出の勧奨や妊婦健診の公費負担などにより、妊娠の健康

管理の充実及び経済的負担の軽減を図ります。

□周産期医療体制の整備 。救急搬送受入体制の確保

0地 域における周産期医療の中核 となる総合周産期母子医療センタ‐及び

それを支える地域周産期母子医療センタT等人の支援 (新生児集中治療管

理室 (NICU)の 整備等)、 周産期医療に携わる医師 。助産師等の確保、

救急搬送受入体制の確保を図 ります。

□産科医療補償制度

t すべての分娩機関が産科医療補償制度に加入 し、分娩に関する紛争の防

止 。早期解決を図るとともに、原因分析による将来の同種事例の防止に役

立つ情報の提供などにより、産科医療の質の向上を図ります。

ロマタニテイマ~ク の普及啓発

・ 妊婦健診の適正な受診や妊娠の届出にういて周知を図るとともに、社会

全体で妊産婦に対するやさしい環境をはぐくんでいく「マタ■ティマーク」

の普及を図ります。

□相談支援体制の整備 (妊娠・出産、人工妊娠中絶等)           |
・ 生涯を通じた女性の健康支援 (リ プロダクティブ 。ヘルス/ライツ)の      '
視点から、妊娠 。出産や人工妊娠中絶等の悩みを抱える者に対して、訪問

指導等の母子保健事業を活用した相談支援のほか、「女性健康支援セン

ター」等での相談援助体制の整備を図ります。
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《不妊治療への支援
=こ
取 %舵》

□不妊専門相談センター

・ 男女を問わず、不妊治療に関する情報提供や相談体制を強化するためて

不妊に関する医学的な相談や不妊による心の悩みの相談等を行 う不妊専門

相談センタ
=の

整備を図ります。

□不妊治療に係る経済的負担の軽減等

・ 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治

療 (体外受精、顕微授精)に要する費用に対する助成を行 うとともに、適

応症と効果が明らかな治療には医療保険の適用を検討し、支援を拡充しま

す。     :           !
また、不妊治療における安全管理のための体制の確保が図られるように

します。

(5):誰もが希望する幼児教育と保育サービスを受けられるように

く待機児童 D鷺漁 や幼児教芦と深芦の賃の向上芋塑 %》

□保育所待機児童の解消

・ 就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てしたい

、 家庭を支えるため、保育所待機児童の解消を図ります。

とりわけ、待機児童の 8割を占める3歳未満児め公的保育サービスの利

用割合については、平成 21年度末には対象児童の 24%、 潜在的な保育

需要を合わせるとt平成 29年度には44%に達すると見込まれています。

このため、女性の就業率が段階的に上昇することを勘案し、平成 26年
度までに35%の保育サービス提供害J合を目指し、潜在需要にも対応 した

待機児童の解消を図ります。

その際、保育所の整備に加えて、小中学校の余裕教室や幼稚園等の既存

の社会資源の活用、賃貸物件を活用した保育所分園の整備、家庭的保育の

拡充などを推進し、計画的に公的保育サービスの受入児童数の拡大を図り

ます。

□多様な保育サービスの提供
。 働き方の多様化などによる保育ニーズに対応するため、延長保育、休日

保育t夜間保育、病児・病後児保育、複数企業間での共同設置を含む事業

所内保育等の多様な保育サービスの拡大を図ります。
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□家庭的保育 (保育ヤマ)の普及促進

。 家庭的保育 (保育ママ)の担い手の育成や環境整備についての支援を充

実し、その普及促進を図ります。

□幼児教育と保育の質の向上

0 教育基本法等に基づき改訂された「幼稚園教育要領」の円滑な実施を図

るとともに、教員研修や学校評価等の充実を図ります。

また、「保育所保育指針」及び「保育所における保育の質の向上のための

アクションプログラム」に基づき、保育実践の改善 `向上、子どもの健康

及び安全の確保、保育士等の資質・専門性の向上を図ります。

□幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の

機             ′               .
0 保育制度改革を含む新たな次世代育成支援のための包括的 。一元的な制

度の構築については、すべての子どもの健やかな育ちを基本に置きつつ、

社会全体で費用を負担する仕組みにより財源確保を図りながら、「明日の安

心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月 閣議決定)及び「新成長戦

略 (基本方針)」 (平成21年 12月 閣議決定)に基づき検討 し、平成 23年通

常国会までに所要の法案を提出します。その検討にあたっては、地域主権

'を進める観点から地方が主体的に実施するサービス給付等に係る国と地方

の役割分担等の検討を併せて行います。

:・ 新たな次世代育成支援のための制度体系の検討等とあわせて、認定こども

園制度の在 り方など、幼児教育、保育の総合的な提供 (幼保一体化)の在

り方についても検討 し、結論を得ます。

【新たな次世代育成支援のための包括的 。一元的な制度の構築に向けての

検討事項】

・ 育児休業t保育～放課後対策への切れ 日のないサービス保障

・ 市町村の責務の下、利用者への例外ないサービス保障等による利用

者本位の仕組み

・ 多様なサービスメニューと客観的基準による指定制の導入等によ

る潜在需要に対応 した事業者の参入促進

・ サニビスの質の向上

・ 基礎自治体 (市町村)が実施主体

0社会全体 (国 0地方 。事業主 0本人)による費用負担

※例えば(フ ランスでは、「全国家族手当金庫」により、子育て支援

,に係る財源を一元的に管理する仕組みとなっています。  |
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《放課後対策
=こ

敦 %た ,

□「放課後子どもプラン (放課後児童クラブ‐・放課後子ども教室)」 の推進
。 「放課後子どもプラン」などの取組についてt全小学校区での実施を図

るため、放課後児童クラブと放課後子 ども教室を連携して実施する総合的

な放課後児童対策を推進 します。

□放課後児童クラブの充実

・ 就労希望者の潜在的なニーズに対応 し、放課後児童クラブを利用したい

人が必要なサービスを受けられるよう、受入児童数の拡充を図ります。

対象児童 (小学校 1～ 3年)の うち、放課後児童クラブを利用する者の

割合については、潜在需要を合わせると、平成 29年度には40%に達す

ると見込まれていますが、平成 26年度までに32%のサービス提供割合

を目指します。
.ま

た、放課後児童クラブを生活の場としている子 どもの健全育成を図る

ため、「放課後児童クラブガイ ドライン」を踏まえ、放課後児童クラブの質
'の 向上を図ります。

(6)子 どもの健康と安全を守り、安心 して医療にかかれるように

《イ1児医療体制を確保する》

|□小児医療の充実

- 0休 日・夜間も含め、小児救急患者の受入ができる体制を整備 します6

また、子どもについては、親の保険料の滞納状況にかかわらず、一定の

窓口負担で医療にかかれるようにしま.す。

□小児慢性特定疾患治療研究事業等

・ 小児期における小児がんなど特定の疾患の治療について確立と普及を図

るため、小児慢性特定疾患治療研究事業を推進するほか、未熟児の養育医

療費の給付等を行います。

《れ %の 健康と安全 をする》

□予防接種

・ 定期の予防接種を円滑に受けられるような環境の確保に努め、伝染のお
それがある疾病の発生及びまん延の予防を図ります。
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□こころの健康づくり

・ 児童思春期における心の問題に対応できる小児神経科、児童精神科等の

医師の養成を図るとともに、精神保健福祉ャンタァ、児童相談所などにお
｀

ける専門相談の充実を図ります。

また、児童生徒の心身の健康相談や健康教育の充実を図ります。

□性に関する科学的な知識の普及 と発達段階に応じた適切な教育

・ 思春期の人工妊娠中絶やHIV感 染症を含む性感染症問題に対応するた

め、学校や保健所等において、健康教育や電話相談等を行 うことにより、

人間としてそれぞれの性を尊重すること等正しい理解の推進 と性に関する

科学的な知識の普及を図ります。

□「食育」の普及促進

・ 子 どもたちが、食に関する正しい知識 と望ましい食習慣を身に付け、豊か

な人間性をはぐくめるよう、家庭 :学校 ,保育所・地域等が連携 した「食育」

の取組を推進 します。

□子 どもの事故防止

・ 家庭内における子どもの事故防止について(母子保健事業等の機会を活

用 し保護者に周知 。指導を行 うほか、建築物、公園等の施設や製品などに

関する子 どもの事故情報の収集 0調査や情報提供により、事故の未然 1再｀

発防止及び安全性の向上を図ります。
:さ

らに、子どもの事故防止について(国 自らの取組を加速化 。重点化す

るとともに、家庭、学校、サァクル、消費者団体、事業者、自治体等の取

組を促進する「子 どもを事故から守る !プ ロジェク ト」を展開します6

□犯罪等の被害の防止

。 学校、家庭やPTA等 の団体、地域住民、関係各機関等が連携し、地域

ぐるみで子どもの安全を守る環境の整備を推進 します。

また、子ども自らが安全な行動をとれるようにするための安全教育の取

組を推進 します。

□子どもの健康に影響を与える環境要因の解明

・ 子 どもの成長・発達に影響を及ぼす環境要因 (環境中の化学物質の曝露、

生活環境等)を解明し、子 どもが健やかに育つ環境の実現を目指すため、

「子 どもの健康と環境に関する全国調査 (エ コチル調査)」 を実施 します。
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(7)ひ とり親家庭の子どもが困らないように

《ひと列豚落への支援を推進チる》

□子育て 。生活支援

・ 保育所の優先入所やヘルパーの派遣などによる子育てや家事支援などを

推進します:

□就業支援

・ 母子家庭等就業・自立支援センターやハローワーク等による就業支援、

職業訓練などによる資格・技能の取得支援、在宅就業等を推進します。

□経済的支援の充実
。 児童扶養手当について、母子家庭だけでなく父子家庭にも支給すること

とするとともに、母子家庭の自立を支援する観点から、母子寡婦福祉貸付

金の貸付け等の充実を図ります。

また、平成21年 12月 に復活した生活保護の母子加算を引き続き支給

します:                      .｀ 1

□養育費の確保

・ 養育費相談支援センターや母子家庭等就業 。自立支援センター等におい  :
て、養育費に関する専門知識を有する相談員が、養育費の取り決め等につ

いて相談・情報提供を行うとともに、養育費相談支援センタニにおぃて相

談員の研修等を実施します。

(8)特に支援が必要な子どもが健やかに育つように

《障害のあるみ贅ス の支援|こ政グ″む》

□障がい者制度改革推進本部における取組
0障 がい者制度改革推進会議の議論を踏まえて、障害のある子どもの支援

を含む障害者制度の改革を推進します。

ロライフステージに応じた一貫した支援の強化

・ 地域において障害のある子どもとその家族を支えていく体制を整備する

とともに、乳児期、就学前、学齢期、青年期、成年期などライフステージ

に応じて、保健。医療・福祉 0教育・就労などめ連携した支援を行います。
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□障害のある子どもの保育

・ 障害のある子どもの専門機関である障害児通園施設や児童デイサービス

について、地域への支援を強化する観点から支援を行 うとともに、子ども

の育ちに必要な集団的な養育のため、保育所や幼稚園等における障害のあ

る子 どもの受入れ体制の整備促進を図 ります。

□発達障害のある子どもへの支援の充実

・ 発達障害のある子どもの早期発見、早期の発達支援、ライフステージに

:対応する一貫した支援や家族への支援など、地域における支援体制の充実

を図ります:                       .

□特別支援教育の推進

・ インクルーシブ教育システムの構築とぃう障害者権利条約の理念を踏ま

え、発達障害を含む障害のある子ども一人ひと:り のニーズに応じた二貫し

た支援を行 うために、関係機関等の連携により学校現場における特別支援

教育の体制整備を進めるとともに、教員の特別支援教育に関わる専門性の

向上等により、特別支援教育の推進を図ります。

《児童虐″′防止チるととるた、を会的養護 九́実する》

□児童虐待防止に向けた普及啓発 (オ レンジ リボン 。キャンペーン)

0 児童虐待の現状を広く国民に周知するとともに、オレンジリボン 。キャ

ンペーン等の啓発活動により、社会全体として児童虐待を防止する機運を

高めます。

El児童虐待の早期発見・早期対応

・ 市町村における「子どもを守る地域ネットワァク (要保護児童対策地域

協議会 )」 の機能強化を図るとともに、相談、支援を行 う児童福祉司等の確

保などにより児童相談所の体制強化を図ります:

また、保育所や幼稚園、小 。中学校等の関係機関における職員等の対応

スキルの向上により、児童虐待の早期発見 。早期対応体制の充実を図 りま

す。

□家庭的養護の推進

・ 児童養護施設等の施設のケア単位の小規模化の推進、里親や小規模住居

型児童養育事業 (フ ァミリーホーム)の拡充など家庭的養護を推進 します。
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□年長児の自立支援策の拡充
。 児童自立生活援助事業 (自 立援助ホーム)な どの拡充、施設を退所した

者等に対する支援の充実を図ります。   .

□社会的養護に関する施設機能の充実                  1
・ 専門的なケアや自立支援に向けた取組、継続的・安定的な環境での支援

の確保等、子どもの状態や年齢に応 じた適切なケアを実施できるよう、現  i
行の施設機能の在 り方の見直しや体制の充実について検討 します。

□施設内虐待の防止

: 改正児童福祉法 (平成 21年 4月 施行)を踏まえ、児童養護施設等に入

所する児童の権利擁識の強化や、基幹的職員 (スーパーバイザー)の養成

研修などケアの質の確保のための取組の推進などによりt施設内虐待 (被

措置児童等虐待)の防止の徹底を図ります。

《定住外国人の子どもなど″|こ配慮カン要な子ども/_― ちへЭ支援を推進する》

□定住外国人の子どもに対する就学支援
・ 「定住外国人支援に関する対策の推進について」(平成21年 4月 )に基

づき、経済上の問題から就学が困難となっている定住外国人の子どもたち

に対する就学支援を引き続き推進します。             ｀

□自死遺児への支援

・ 自殺により家族等を失つた遺児への支援を充実するため、自死遺児支援

に携わる民間団体等に対する研修の充実を図ります。

で子どるの貧困率への取組を″ラタ

□子どもの貧困率について
0子どもの貧困率について、継続的に調査を行いその状況を把握するなど、    ヽ

必要な対応を進めます。
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3.多様なネウ トワークで子育て力のある地域社会ヘ

(9)子育て支援の拠点やネットワークの充実が図られるように

《地域
=こ

お″るデ芦て支援の夕席等の整備及び機能の充実 塑 %》

□平L児の全戸訪問等 (こ んにちは赤ちゃん事業等)

。 乳児家庭全戸訪間事業 (こ んにちは赤ちやん事業)を実施するとともに、

保護者の養育を支援することが特に必要な家庭に対 しては、養育支援訪問

事業等の適切なサービスの提供を行 うなど、切れ目のない支援体制を確立

します。
・

また、出産前において支援を行 うことが必要な妊婦に対 し、訪問等の支

援を行います。  ‐      l

□地域子育て支援拠′点の設置促進

: 子育て家庭等の育児不安に対する相談・指導や、親子が気軽に集 うこと

| のできる場を提供するなどの地域の子育て支援拠点 (ひろば型、センター

型、児童館型)の設置を促進 します。

ロファミリー・サポー ト・センターの普及促進

・ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員とし

て、送迎や放課後の預か り等の相互援助活動を行 うファミリー・サポー

ト0セ ンターの普及促進を図ります。

また、病児・病後児の預かりや送迎等の取組についても普及を図ります。

□一時預かり、幼稚園の預かり保育

・ 就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の下時的

に子育てが困難となる際の保育等に対応する一時預かリサービスを拡充す

るとともに、幼稚園の預かり保育を推進 します。

□商店街の空き店舗や小中学校の余裕教室や幼稚園等の活用   ,
・ 商店街の空き店舗や小中学校の余裕教室や幼稚園等を活用 し、地域にお

ける子育て支援や親子交流等の機能を担 う場の設置を促進 します。

□子育て総合支援コーディネーター

。 子育て家庭が適切なサービスを選択し利用できるように、市町村におけ

る子育て支援総合コーディネー ト機能の充実を図ります。
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《地域住民の力の朋 、民間団体の支援、β蘇 蒙 笏 ′腱進 ιます》

□NPO活 動等の地域子育て活動の支援

|  ・ 地域子育て創生プロジェク ト (安心こども基金)の活用等により、子育

て支援活動を行うNPOや 育児・子育てサ

「

クル等の設立支援や養成、ボ

ランティアの育成などを行い、子育て支援活動に対する地域の多様な活動

を支援します。

□地域の退職者や高齢者等の人材活用 ,世代間交流          ‐

0退 職者や高齢者等が地域における子育ての担い手として活躍できるよう

支援するとともに、世代間交流の促進を図ります。

□企業参加型の子育て支援

: ・ 商店街や企業の協賛を得ながら実施 しているパスポー ト等事業を普及さ

せるなど、企業参加型の子育て支援の取組を促進 します。

□官民連携子育て人材育成   .
。 子育て支援に関するNPOの 活動に従事する者の連携の推進を図るとと

もに、自治体、経済界、労働界、企業等における仕事と生活の調和や子育

て支援を推進するリーダーを育成します。

(10)子 どもが住まいやまちの中で安全・安心にくらせるように

く 硝 て 1こ適 ι/_― 倉宕 ″居住環境の確保を図「る》

□融資、税制を通じた住宅の取得等の支援
0子 育て世帯が子育てに適した住宅を取得し、又は子どもの成長に応 じ、

増改築や改修をしやすくできるよう、融資や税制等を活用し、子育てに適

したゆとりある住宅の確保を図ります。

□良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進

: ヽ地域優良賃貸住宅制度や民間供給支援型賃貸住宅制度等により、子育て

世帯等を対象とした優良な賃貸住宅の供給を支援 します。

□公的賃貸住宅ス トックの有効活用等による居住の安定の確保
ι 公的賃貸住宅において、事業主体による子育て世帯等に対する当選倍率

優遇等の対応を推進 します。
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□公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整備等の推進

: 公的賃貸住宅 。団地の建替え等に際し、保育所等との合築・併設を推進

します。

また、子育て世帯等の居住安定確保に資する先導的取組に係る提案を募

集し、その実現・普及を支援 します。

□街なか居住等の推進

・ 職住近接で子育てしやすい都心居住、街なか居住を実現するため、住宅

の供給や良好な住宅市街地などの環境整備を行います。

《安全/_軍認 ,ι で暮 らせるよう、子芦″ グゞアフグーなどを推進 オる》

□子育てバ リアフリーの推進

・ ユニバーサル・デザインの考え方を踏まえ、都市公園や公共性の高い建

築物、公共交通機関における旅客施設や車両等において、段差の解消や子

育て世帯にやさしい トイレの整備等のバ リアフリー化を推進 します。

□道路交通環境の整備

。 歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安心な歩行空間の

確保を図るとともに、あんしん歩行エ リアにおける面的な交通事故対策を

推進 します。

□交通安全教育等の推進

・ 子 どもの発達段階に応 じた交通安全教育を推進するとともに、チャイル

ドシす 卜の正しい使用の徹底や、幼児二人同乗用自転車の安全利用の普及

などを図ります。

□子 ども日線のものづくりの推進 (キ ンズデザイとの推進 )

1 子 どもの安全・安心 と健やかな成長発達につながる生活環境の創出を目

指すため、子 どもの日線でのものづくりを推進 します。

-26-



4.男性も女性も仕事 と生活が調和する社会今 (ワ ーク ロライフ ロバランスの実現 )

(11)働き方の見直しを

《長時間労働の″7.テ クワニク物 義 動き方の見直 鮮

"///_―

環境整備 ´

図る》       .

□ 「仕事 と生活の調和 (ワ ーク・ ライフ ゼ ラヾンス)憲章」・「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」に基づく取組の推進

。 「仕事と生活の調和 (ワ ーク・ライァ・バランス)憲章」及び 「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」に基づき、政労使、地方公共団体等が

密接に連携 しながら、「仕事と生活の調和 (ワ ーク・ ライフ・バランス)」

の実現に向け、総合的な取組を推進 します。

□長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進       :

` 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等、労働者の健康 と生活に

配慮し、多様な働き方に対応できるような労使の自主的な取組 (労働時間

等の設定の改善)について、事業主等が適切に対処するために必要な事項

を定めた「労働時間等見直しガイ ドライン」(労働時間等設定改善指針)を

周知します。

また、長時間労働の抑制のための重点的な監督指導等を実施します。

□労働時間等め設定の改善に取 り組む中/1N企業に対する支援 ,助成
。 中小企業における労働時間等の設定改善を促進するため、助成金の支給

などの支援を行います。

ロライフスタイルに応 じた多様な働き方の選択肢の確保

・ 育児・
.介護体業、短時間動務、.短時間正社員制度等の企業令の制度導入・

定着により多様な働き方を推進するとともに、パニ ト労働者の均等 :均衡

待遇の推進、働く意欲 と能力のある女性の再就職や就業継続の支援の促進

など、多様な働き方を選択できる条件を整備します。

ロテレワークの推進 :

・ 子育てや仕事と生活の調和等の観点から、情報通信技術を活用した、時

間と場所にとらわれない柔軟な働き方であるテレワニクについて普及促進

を図ります。
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□農業経営佐笠二

・ 農山漁村において、仕事と子育ての両立が図られるよう、実態調査や普

及啓発等を通じ、子育て期の女性が働きやすい環境づくりを推進します。

″ 芦てへの聞わ グ´促進 ナる》

□男性の育児休業の取得促進 (パパ・ママ育休プラス)       :
・ 父親も子育てができる働き方の実現に向けて、父母がともに育児休業を

取得する場合に育児休業取得可能期間を延長する「パパ・ママ育休プラス」

(日 本版「ノウド・クオータ」)な どの制度の周知と定着を推進し、男性の育

児休業の取得促進を図ります。

□父親の育児に関する意識改革、啓発普及
'・ 父親の育児休業に関する啓発資料や育児休業体験記による周知等により、

男性の育児に関する意識改革や啓発普及を促進します。

□男性の家事・育児に関する意識形成
。 男女が協力して家事・育児に参画することの重要性について、若い頃か

らの教育・啓発を通じて意識形成を図ります。   、 |

(12)仕事 と家庭が両立できる職場環境の実現を    、

《育児 休業制度

“

笏 物 両立支援制度の多 肇 定着及 び靱 業の支援Fと とる/_~.

脅 教 贅 物 再就職支援 塑 %》

□育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着

0 育児休業、子育て中の短時間勤務 0所定外労働の免除、子の看護休暇等

の育児・介護休業法に基づく制度について、有期契約労働者を含め周知を

図るとともに、企業の制度として定着するよう、指導を徹底します。

また、育児休業給付により:育児体業中の経済的支援を行います。

□両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備

・ 両立支援制度を利用しやすい職場環境を整えるとともにく法に定める最

低基準を上回る制度の導入を促進するためt事業主に対する助言や助成等

の支援を進めます。
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□育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止

・ 妊娠 。出産、育児休業等の取得などを理由とする解雇その他の不利益な

取扱いの防止に向け、周知や相談を充実するとともに、企業への指導を徹

底 します。

また、育児休業申出書及び育児休業取扱通知書を普及し、下層の改善を

図ります: |

□妊娠中及び出産後の健康管理の推進

・ 企業における妊娠中及び出産後の健康管理の整備を進めるとともに、医

師等の指導事項を的確に伝達するための母性健康管理指導事項連絡カー ド

の活用等により、妊娠中及び出産後の女性労働者に対する適切な健康管理

の推進を図ります。   `

□子育て女性等の再就職支援 (マ ザ~ズハローワーク事業)

・ 子育て等のために離職 した者の再就職を総合的かつ一貫して支援するた

め、マザーズハローワーク事業による再就職支援の充実を図ります。

甲男女雇用機会均等の確保による就業継続の支援
0 男女が職場で十分に能力を発揮しながら、出産 。子育てができる環境整

備の観点から、公正公平な人事評価 :処遇を含む企業におけるポジティブ・

アクションの普及促進を図ります。

《企業 3/_琺″ る取組の √万え秘 Zy/_―よグ6ラ ー段の取組 を推進 オる》

□企業経営者等の意識変革 .

・ 企業とそこで働く者が、協調 して生産性の向上に努めつつ、職場の意識

や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り組めるようt企業

経営者等の意識変革を図るための研修や周知啓発等を図ります。

□一般事業主行動計画 (次世代育成支援対策推進法)の策定 。公表の促進

・ 企業における次世代育成支援に関する取組が推進されるよう、中小企業

を含め、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を

促進します。また、一般事業主行動計画及び企業の次世代育成支援の取組

全体の公表を促進します。               '
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□次世代認定マーク (く るみん)の周知 `取組促進
‐・ 次世代認定制度及び次世代認定マーク (く るみん)の広報・周知に努め、

企業が認定の取得を目指して、次世代育成支援対策の取組に着手するよう

インセンティブを高めます。

また、認定企業の取組の好事例について、幅広く発信 し、更なる企業の

次世代育成支援の取組を促進 します。

□顕彰制度等による積極的取組企業の社会的な評価の推進

・ 「均等・両立推進企業表彰」(フ ァミリー・フレン ドリー企業部門表彰な

ど)の頭彰制度等により、積極的取組企業の社会的な評価を推進します。

□入札手続等における対応     ｀

・ 仕事と生活の調和等の企業の取組を促進するため、入札手続時において
｀

競争制限的とならないよう留意しつっ企業努力を反映するなど、インセン

ティブを付与することについて、検討 します。
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施 策 に 関 す る 数 値 目 標

(注 1)市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

(注
r)二震る暮賃唇蟻集絶F垣盲籍ef磨歪薫曇暑零魯3電簿農食書扇槽言畠菅ξ広毎像るF性?就

業率の上昇を勘案し、平成26年度までに35%の保育サービス

(注 3)新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れる必要がある。

(注4)平成29年度に40%(小 学1～ 3年サービス提供割合)に達する着在需要に対 し、平成26年度までに32%のサービス提供割合を目指すものである。

項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目 標
(平成26年度)

新生児集中治療管理室 (NICU)病 床数
(出生 1万人当たり)

21.2床 25～ 30床

不妊専門相談センター 55都道府県市 傘都道府県・指定都市・中核市

平 日獲:間の保育サービス は1)

認可保育所等

(3歳未満児 )

215万 人 (H21年 度見込み)

(フ 5万人)

241万 人 (注 2)

(102万人)

際庭畠凛育輌鋤
|

O. 3E/\ (Hzl+EB[a]) 1.9万 人 は2)

延長纂の保育サービス 粧 1)

延長保育等 フ 9万人 (H21年 度見込み) 96万 人

77か 所 280か 所

|卜 うキライトステイ(内数)

|

304か 所 410か 所

その他の保育サービス は1)

休日保育 7万人 (H21年 度見込み) 12万人

病児・病後児保育 延べ 31万人 延べ 200万 人
※体調不良児対応型は、すべての保育所において取組を推進

認定こども園 3 5 825\FF (H2r.4) 2,000か 所以上 く‖24年度)∝ 3)

放課僣子どもプラン 「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の
小学校区で実施されるよう促す (H24年度)

放課後児童クラブ 健1) 8 1 75'z\ <ttzt.sl 111万 人 は4)

放課後子ども教室 8, 719f\FF (H21.4)
「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の

小学校区で実施されるよう促す (H24年度)
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項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目  標
(平成26年度)

常時診療体制が確保されている
小児救急医療圏数

342地 区
全小児救急医療圏

〈※364地域(平成20年9月 1日 現在))

ひ と 親家庭への支援

自立支援教育訓練給付金事業 88. 7%
全都道府県・市・福祉事務所

設置町村

高等技能訓練促進費等事業 74. 3% 全都道府県・市・福祉事務所
設置町村

社会″]養護の充実

里親σ拡充

里親等委託率 10. 4% 16%

専門里親登録者数 495世 帯 800世 帯

暫是看墨鐵拠く)

5, 805世 帯
(H21.10)

8,000世 帯

小規模住居型児童養育事業 (フ ァミリー

ホーム)

140か 所

児童養護施設 56フ か所 610か 所

小規模グループケア 446か 所 800か 所

地域小規模児童養護施設 1フ 1か所 300か 所

児童自立生活援助事業 (自立援助ホー

ム )

54か所 160か 所

ジョートステイ事業 613か 所 870か 所

児童家庭支援センター 71か所 120か 所

緒障害児短期治療施設 32か 所 4フ か所

子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童
対策地域協議会)の調整機関に専門職員を
配置 している市町村の割合    ‐

58. 3%
(H21.4)

80%(市 はすべて配置 )

個別対応できる児童相談所一時保護所の

環境改善
35か 所 (H21.4) 全都道府県・指定都市・児童相談所設置市
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項 :目
現   状

(平成 20年度 )

※もしくは直近のデータ

目   標
(平 成26年度)

乳児家庭全戸訪問事業 1,512ifi-Htl(H2t.7) 全市町村

養育支援訪間事業 9 e 6fifft{ rHzr.l 全市町村での実施を目指す

地域子育て支援拠点 71 1 00か 所  (H21年度見込み)

(市町村単独分含む)

10, 000か 所

ファミリー・サポート・センター事業 570市 町村 950市 町村

時預かり事業 粧́1) 延べ 348万 人 延べ3,952万 人

商店街の空き店舗の活用による子育て支援 49か 所 100か 所

小学校就学の始期までの勤務時間短縮等
措置の普及率

25. 3% 33. 3%

次世代認定マニク (く るみん)取得企業数 652企 業 2, 000企業

ポジティブ・アクション取組企業の割合 20. フ0/o(H18年 度) 40%超

学校教育関係

1大

学等奨学金事
蕃

の充実

1基
塁適格申請者に対する採用率 92.4% 基準を満たす希望者全員への貸与に向け努力

(注 1)市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・―元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村Jや「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。
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【参考指標】

※ 以下は、「子ども 日子育てビジョン」に関連する指標で、これまでの計画・合意等により

定められているものである。

□ (※ 〉を付した項目は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」 (平成19年 12月 仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定)において政労使の合意として定められた

ものであり、平成24年及び平成29年における日標を掲げている。

項 目
現 状
(平成 20年 度 )

※もしくは直近のデータ

目 標
(平成26年度)

男性の育児休業取得率 (※ ) 1. 23% 5%
(H24年 )

10%
(H29年 )

第1子出産前後の女性の継続就業率 (※ ) 38.0%(H17年 )

45%
(H244F)

55%
(H294「 )

6歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事
関連時間 (※ )

't Ebt= U 6 oJ:\ tHte+l
1日 あたり
1時間 45分

(H24そF)

1日 あたり
2時間 30分

(H294F)

労働時間等の課題について労使が話 し合いの

機会を設けている割合 (※ )

46.2%(H20年 )

60%
(H24年 )

全ての企業
(H29年 )

週労働時間 60時間以上の雇用者の割合 (※ ) 10.00/o(H20年 )
2割減
(H24`F)

半減
(H29`F)

年次有給休暇取得率

“

47.70/o(H19年 )

60%
(H24年 )

完全取得
(H29年 )

ァ レ5 ― ク

在宅型テレワーカ= 約330万 人 ft,\7 o onL $27+)

就労人口に占めるテ レワーカー比率 (※ ) 15.2% 20% (H22年 )

就業暑 (※ )

男性2b～ 34歳 90.6%(H20年 )

93～ 94%
(H24′F)

93～ 94%
(H29年 )

女性25～ 44歳 65. 8%(H20年 )

67～ 70%
(H24年 )

69～ 72%
(H29年 )

フリ‐ターの数 (※ )

170万 人 (H20年度)

(H15年にピァクの217万人)

162. 8万 人

(ピーク時の3/4に 減少)

(H24′「 )

144. 7万 人

(ピーク時の2/3に 減少)

(H29`F)

ジョブ・プログラム修了者数
40万 人 鰤24年度)

(デ ョフ・ カード制度「全国推進基本計画」 (平成20年 6月 シ・ョフ・・カード推進協議会 )

ジョブ・カー ド取得者数 6.5万 人
100万 人 o24年 度)

(プ ョフ・・カード制度「全国推進基本計画」 (平成20年6月 デョフ・・カード推進協議会)
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項 目
現 状
(平成 20年度 )

※もしくは直近のデータ

目  標
(平成26年度)

地域 ぐるみで子どもの教育に取 り組む
環境の整備

字校叉機地域本部の
設置か所数

2,396か 所 (H2110)

家庭教育支援の取組 (地域
住民による相談対応や学習
機会の提供等)を実施する
市町村数

332市町オ寸

`Yサ
tRtti螢娑 丞 妻 童 当 堂 鮨 翡 ヽ

=国
の甲字夜区で地域が字校 を支援する

仕組みづくりが実施されるよう促す (H24年度

'

全国の
羹聰:飛憲r智おξ電野轟鼻

支
抒
が

「食≠」の普及促進

食育に関心を持つている国民の割合 72. 20/o(H21.3) 90%以 上 (H22年度)

食育の推進について取組をしてし`る
市町村の割合

8フ . 10/o(H17年 度) 100%

障害のある子どもへの支援

児童デイサービス事業のサービス提供星 22.2万 人 日分
(H19年 度)

34万人日分 (H23年度)

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで
車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅
ス トックの比率

0%(H15年度) 2 5%(H27年 度)

歩いていける身近なみどりのネットワーク率 約 6 6% (H19年度) 約7割 (H24年度)

子育てのバ リアフリー

特定道路キにおけるパリアフリー化率

*駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の
高齢者、障害者等が通常徒歩て移動する道路の区間として、指定
された道路

51%(H19年 度) フ5%〈 H24年度)

主要な生活関連経路における信号機等の
パリアフリー化率      . 86% 1 O Oo/o (H24+E)

旅客施設すのパリアフリー化率

■1日 当たりの平均利用者数が 5千人以上の旅客施設 (鉄軌遺
駅、バスター ミナル、旅客船ターミナリレ、空港旅客ターミナル)

71. 6% 1000/0(H22年 度)

園路及び広場がバリアフリー化された都
市公園の割合 約 4 4%(H19年 度) 約 5割 (H24年度)

不特定多数の者等が利用する一定の建築
物 *のバ リアフリー化率

*百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢
者、障害者等が利用する建築物について、床面積2000ぶ以上のも
のを新築等する際に段差解消等のパ リアフリー化を実施

4 4o/o (Hl9+F) 約50%(H22年度)
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項 目
現 状
(平成20年度)

※もしくは直近のデータ

目 標
(平 成26年度)

子育てのパ リアフリー

リヾアフリー化された鉄軌道車両の導入

1合
41. 3% 約 50%鰤 22年度)

低床化されたバス車両の導入割合 41. 7% 100%(‖ 27年度)

ノンステップバスの導入割合 23. 0% ft!soo/o$22q.tr)

リ`アフリー化された旅客船の導入割合 16. 4% 約 50%(H22年度)

バリアフリァ化された航空機の導入割合 64. 3% 約 65%(H22年度)

タクシーの導入台数 10, 742台 約 18, 000台 G22年度)

あん じん歩行エリア内の歩行者・ 自転車死傷

事故件数

2割抑制 (H24年 )

(平成19年と比較)

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村」や「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。
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(参考 )

新たな次世代育成支援のための包括的 :一元的制度設計に係る主要な子育て支援
サービス:給付の拡充に必要な社会的追加コストの機械的試算

(ビジョンの最終年度(平成26年度)の姿)

※施設整備費
【保育サービス】+約700億 【放課後児童クラブ】 +約 100億 【社会的養護】+約 70億

「預為花、■墨罫品覇蘇優
董暮星I墨は異文』恩鱚ξ翼こ燻曇「「TI`~II11

・注1 重点戦略における「仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービスの社会的なコストの推計」を置き換えたものである。
・注2平成29年度の額は、さらに女性の就業率上昇等が進んだ場合の必要額。
・注3平成22年度まで財源措置されている14回分の費用負担のうち、平成20年度第2次補正で拡充された9回分を継続した場合。
・注4育児休業給付については、現在実施している雇用保険制度からの給付として試算したものではない。                              '
・注5放課後対策においては、「放課後子どもプラン」(放課後児童クラブ、放課後子ども教室)な どの取組が広く全国の小学校区で実施されるよう促す。
・注6幼児教育と保育の総合的な提供(幼保一体化)の在り方の検討により、数値は変動する。
,注7ビジョン期間中の費用は、現在の費用に量的拡大分のみを加えて、粗く機械的に試算すると、おおよそ、運営費で約10兆円t施設整備費で約0.3兆円となる。

iEtJEEFEfi: #liJ//bH c+eru+d) (- fir.bjgH r#mzg+*ii :', , .r 'rl

ft'fE4l*t$U>t=#ffifinilf #! r . 6rhFl (+fi26+tr) [-frlr.erbH (rFEEze+E))

【認可保育所等】    十約3,000億

【放課後児童クラブ】   +約 300億

:雇[檄 裸日口逸真箸轟
車

【一時預かり】   +約 800億

【妊婦健診】    十約700億帷3)

【地域子育て支援拠点】+約 26o億

【社会的養護】

+約200億

制度的見直しを行うと ○認可保育所の利用料1割とした場合
○育児休業給付・仮に給付率80%とした場合

+約 6,900億

+約 2000億した場合の機械的試算



(参考)新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度構築に向けての検討事項

① 育児体業～保育ん放課後対策への
切れ日のないサービス

② 利用者本位の仕組みの導入

※利用者 (子ども)中心

※潜在化した需要を顕在化

③・多様な利用者ニーズヘの対応
・潜在需要に対応した量的拡大

④ 地域の実情に応じたサービス提供

⑤ 安定的・継続的に費用確保

・幼保一体化を含め、多様なサービスメニューを整備
・すべての子育て家庭を対象・ロロ働く家庭も専業主婦家庭も

利用者本位の保育制度に向けた抜本

的な改革

・市mT村の責務の下、利用者と事業者の間の公的保育契約
制度の導入

・利用者への例外ないサービス保障 (認定による地位の付

与と保育に欠ける要件の見直し)     ,
「利用者補助方式今の見直し

多様なサービスメニュー

・家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援 等

イコールフッティングによる株式会社・NPO等
の事業者の参入促進

・客観的基準による指定制の導入      「
・施設整備費、運営費の使途範囲、会計基準等の見直し

E…Ⅲ……

社会全体 (国・地方・事業主日本人 )

による費用負担 (財源確保)

IIIIII11)))〉

‥
ω
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子育て支援サービスのための

包括的・一元的な制度を構築




